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むつ市議会第２０１回定例会会議録 第２号

平成２１年９月７日（月曜日）午前１０時開議議事日程 第２号

◎諸般の報告

【議案質疑、委員会付託、一部採決】

第１ 議案第52号 むつ市大畑町沿岸漁業振興基金条例

第２ 議案第53号 むつ市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

第３ 議案第54号 むつ市部設置条例の一部を改正する条例

第４ 議案第55号 むつ市育英基金条例の一部を改正する条例

第５ 議案第56号 むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例

第６ 議案第57号 むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例

第７ 議案第58号 むつ市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例

第８ 議案第59号 むつ市乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例

第９ 議案第60号 むつ市脇野沢温泉条例の一部を改正する条例

第10 議案第61号 財産の取得について

（老朽化した公用車を環境性能の優れた環境対応車に更新するためのもの）

第11 議案第62号 和解及び損害賠償の額を定めることについて

第12 議案第63号 下北地域広域行政事務組合規約の変更について

第13 議案第64号 市道路線の廃止について

第14 議案第65号 市道路線の認定について

第15 議案第66号 人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を求めることについて

第16 議案第67号 平成21年度むつ市一般会計補正予算

第17 議案第68号 平成21年度むつ市後期高齢者医療特別会計補正予算

第18 議案第69号 平成21年度むつ市介護保険特別会計補正予算

第19 議案第70号 平成20年度むつ市一般会計歳入歳出決算

第20 議案第71号 平成20年度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

第21 議案第72号 平成20年度むつ市老人保健特別会計歳入歳出決算

第22 議案第73号 平成20年度むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

第23 議案第74号 平成20年度むつ市下水道事業特別会計歳入歳出決算

第24 議案第75号 平成20年度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算

第25 議案第76号 平成20年度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算

第26 議案第77号 平成20年度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算

第27 議案第78号 平成20年度むつ市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

第28 議案第79号 平成20年度むつ市用地造成事業会計決算

第29 議案第80号 平成20年度むつ市水道事業会計決算
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第30 報告第22号 専決処分した事項の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

第31 報告第23号 専決処分した事項の報告について

（工事請負契約の一部変更契約について）

第32 報告第24号 専決処分した事項の報告について

（工事請負契約の一部変更契約について）

第33 報告第25号 専決処分した事項の報告について

（工事請負契約の一部変更契約について）

第34 報告第26号 専決処分した事項の報告について

（工事請負契約の一部変更契約について）

第35 議案第27号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成21年度むつ市一般会計補正予算）

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（村中徹也） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は27人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

（ ） 、 、〇議長 村中徹也 本日 諸般の報告については

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（村中徹也） 本日の会議は議事日程第２号

により議事を進めます。

◎日程第１～日程第35 議案質疑、委

員会付託、一部採決

◇議案第５２号

〇議長（村中徹也） 日程第１ 議案第52号 むつ

市大畑町沿岸漁業振興基金条例を議題といたしま

す。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。２番澤藤一雄議員。

〇２番（澤藤一雄） むつ市大畑町沿岸漁業振興基

金条例について質疑をさせていただきます。

８月26日付の新聞によれば、使用済み核燃料中

間貯蔵施設をめぐり沿岸漁業振興基金として６漁

協に合計16億8,000万円の寄附があったと。この

うち関根浜漁協に２億円、大畑町漁協に２億

5,000万円ということでございますが、平成６年

度からいろいろ協議をしてきたというような内部

事情があるようでございますけれども、そして大

畑漁協には漁船の上架施設と漁網洗浄施設、関根

浜漁協は製氷施設と冷却殺菌装置に繰り出される

と報道されました。まず第１は、この報道に間違

いはないのか。

ほかに東通村の各漁協に寄附があったわけでご

ざいます。石持漁協に４億5,000万円、野牛漁協

に２億8,000万円、岩屋漁協、尻屋漁協がそれぞ

れ２億5,000万円ですけれども、この配分の根拠

がわかっておればお知らせ願いたい。

そしてもう一つは、航路補償として６漁協合わ

せて毎年2,500万円が支払われるといいますけれ

ども、これはどういう配分になるのか、おわかり

であればお知らせ願いたいと思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 澤藤議員のお尋ねにお答

えいたします。

まず、この基金でございますが、漁協との話し

合いを行い取りまとめいたしました大畑、関根浜

両地区の漁業振興計画の実施について、市では地

元漁協から強い要望もあり、喫緊の課題と考えて

いたものであります。こうした事情を寄附者にご

理解をいただいての市に対する寄附額となったも

のであります。

なお、大畑地区で計画されております事業内容

は、漁船上架施設、漁網洗浄施設、サケマス増殖

施設であります。

東通村の寄附額につきましては、市は関知して

、 。ございませんので ご理解を賜りたいと存じます

また、航路補償につきましても、関係漁業者と

事業者との私的契約であり、市は関与しておりま

せんので、ご理解いただきたいと存じます。

〇議長（村中徹也） これで澤藤一雄議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第52号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第52号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業経済常任委員会に付託いたします。

◇議案第５３号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第２ 議案第53号

むつ市教育に関する事務の職務権限の特例に関す

る条例を議題といたします。

本案については、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第24条の２第２項の規定により、議

会は議決をする前に教育委員会の意見を聞かなけ

ればならないことになっております。

、 。ここで 教育委員会委員長から意見を求めます

教育委員会委員長。

（山本文三教育委員会委員長登壇）

〇教育委員会委員長（山本文三） ただいま議長よ

り教育委員会への意見を求められましたので、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の

２第２項の規定に基づく意見を申し述べさせてい

ただきます。

スポーツは、人生をより豊かにし、充実したも

のとするとともに、人間の身体的・精神的な欲求

にこたえる世界共通の人類の文化の一つでありま

す。心身の両面に影響を与える文化としてのスポ

ーツは、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成や

個々人の心身の健全な発達に必要不可欠なもので

あり、人々が生涯にわたってスポーツに親しむこ

とは、極めて大きな意義を有しております。

当市の児童・生徒のスポーツを通しての活躍

は、小学校では、ミニバスケットボールによる全

国大会制覇、中学校では、各種競技において、県

大会、東北大会、全国大会への出場など、多くの

実績を残し、他の地域に類を見ない活躍をしてお

ります。

また、高等学校では、ボート競技及び陸上競技

の全国制覇、野球における県大会での準優勝、さ

らにはジュニアオリンピック、世界大会への出場

など、目をみはる活躍をし、社会人ではパラリン

ピック、オリンピック、世界大会への出場と市民

に夢や多くの感動を与え、地域のスポーツのすそ

野の拡大に大きな効果をもたらしております。

さらに、高齢者を中心としたニュースポーツへ

の取り組みは、一昨年の全国スポーツ・レクリエ

ーション祭の開催を契機として、市民の健康志向

とも相まって今後さらに増加の傾向にあります。

このように、市民の各層に浸透しつつあるスポ

ーツのさらなる振興を図るためには、市民のだれ

もが、性別や年齢、障害の有無にもかかわらず、

いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親し

むことができる生涯スポーツ社会の実現を目指す

とともに、市民一人一人が自らスポーツを行うこ

とにより心身ともに健康で活力ある社会を形成す

るスポーツ立市を将来の課題とした取り組みが必

要であろうと考えております。

、 、これまでは スポーツに関することについては

教育委員会がその事務を管理し、執行してまいり

ましたが、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の改正に伴い、これを市長において所掌する

ことができることとなりましたので、学校におけ

る体育に関することを除き、高齢者行政、障害者

行政、保健行政その他の地域振興行政と一元的に

管理し、執行することとしたものであります。こ

れにより、地域の実情や住民ニーズに応じた「地

域づくり」の観点から各市施策と連動したスポー

ツ振興を幅広く展開することが可能となり、さら

なる生涯スポーツ施策の推進に資するものと考え

ております。

以上がむつ市教育に関する事務の職務権限の特

例に関する条例にかかわる教育委員会の意見であ

ります。何とぞご理解を賜りますようお願い申し



- 23 -

上げます。

〇議長（村中徹也） これで教育委員会の意見を終

わります。

これより教育委員会の意見に対する質疑に入り

ます。質疑ありませんか。25番斉藤孝昭議員。

〇25番（斉藤孝昭） 具体的になると思いますが、

何点か質疑させていただきます。

まず、教育委員会から市長部局のほうに移行す

るのは何ら質疑はありませんが、現在の小学校の

部活動の関係なのですけれども、これでいくと、

地域とか、幅広くというふうな言葉が出てまいり

ます。今の現状でもそうなのですが、小学校の部

活動と、そこの地域にあるスポーツクラブまたは

スポーツ少年団の関係が詳しく区別されておりま

せん。文部科学省の方針でいくと、平成21年でし

たか、小学校の特別クラブの廃止をうたっている

はずですが、そこのところの関係と、今回意見書

として出したことによる内容との関連をまず最初

にお聞きします。

〇議長（村中徹也） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） ただいまの斉藤議員からの

お尋ねは、小学生の部活動等々についてのお話で

ございます。

、 、まず 小学校は１年から６年までであることは

だれもわかるわけでございますが、３年生までは

一応部活動とはしないということでございまし

て、一般的に４年生から６年生までという形をと

っているわけでございます。ただ、今ご指摘のと

おり、その位置づけというのはなかなか不明確な

ものでございます。地域にありましては、総合型

地域スポーツクラブというふうなことで、一昨年

でございますか、本市におきましても１つ設置さ

せていただいたわけでございます。

そういうことで、学校は学校なりの身体的発達

の中でそういう体育的な行事、あるいはまた部活

動指導をやるわけでございますが、それ以外につ

きましては、やはり地域の要望とかスポーツ少年

団を形成するという形で、地域で担当していただ

いているというふうなことでございます。地域に

おきましては、本当に手弁当でボランティアとい

うことで、先ほど申しました大畑地区におけるミ

ニバスケットボールなども、やはりまさに地域で

育て上げていただいた一つの成果であろうと、こ

んなふうに見ているところでございます。

〇議長（村中徹也） 25番。

〇25番（斉藤孝昭） そうすると、今後のことにな

りますが、では小学校の部活動は廃止の方向で地

域スポーツに移行するというふうな考えで進めて

いくのか、それとも今のままで移行措置として部

活動を残しながら地域スポーツのほうに力を入れ

ていくのか、または普及に力を入れていくのか、

どのようなお考えなのかお聞かせください。

〇議長（村中徹也） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 小学校における部活動を廃

止する方向は全くございません。現在の状態の中

、 。で進めていきたいと こんなふうに思っています

やはり部活動の役割というのは、また学習活動と

は違った意味での人間形成にとっては本当に欠か

すことのできない活動でございますので、今まで

どおり進めていきたいと、こんなふうに思ってい

るところであります。

〇議長（村中徹也） 25番。

〇25番（斉藤孝昭） そうしますと、今までやって

いることと、これからこの意見書によってやられ

ることが余り変わらないということで、所管をす

るところが市長のところになるというふうなだけ

なのか。それとも、いろいろ話を聞きましたけれ

ども、将来にわたってどういうふうなスポーツ振

興につなげていきたいとかという方針を今後計画

して出す予定があるのか、最後にお知らせくださ

い。

〇議長（村中徹也） 教育長。
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〇教育長（牧野正藏） 文部科学省の中では、やは

り今までのような形で進めてほしいというふうな

ことでございますので、平成23年度から新しい学

習指導要領の実施になりますけれども、その中で

も現在の部活動等々に関する趣旨は変わらないと

いうふうなことでございます。ただ、地域におき

ましては、やはりその受け皿というものが大変地

域の実態と違うものでございますから、大きい市

であれば、それなりの大きい一つの組織立ったも

のがございますが、そうでないところはまだまだ

学校に依存しなければならないというふうなこと

があるわけでございますので、一概に今ここまで

という確実的な線引きはなかなか難しいというふ

うなことでございます。やはり学校教育であって

も地域のご支援をいただかなければ進めない実態

でございますので、基本的には今言ったような形

での、何年度にはこういう流れで線引きをしてい

くということはちょっと考えにくい状況というふ

うに感じております。ただ、生涯スポーツという

ふうな点で、幼児からお年寄りまでという全体の

中でどんなふうに地域で受け皿をつくっていただ

けるかという時点では、お互いに支援したり、あ

るいはまたカバーし合うという方向で進んでいけ

たらいいなと、こんなふうに思っているところで

ございます。

〇議長（村中徹也） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。４番目時睦男議員。

〇４番（目時睦男） 斉藤議員の質疑と関連するわ

けでありますが、私は議案第54号にも質疑を通告

しておりますから、それとも関連するわけであり

ますが、この議案について質疑をさせていただき

たいと思います。

端的なお尋ねでありますが、スポーツ少年団の

活動と学校教育との関連について、明確な考え方

をお聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 学校教育と地域におけるス

ポーツ少年団の役割といいましょうか、あるいは

区別的なものは、まずはっきり申しまして、学校

は学校の教育課程の中で行うという視点でござい

ますので、あと地域はやはり地域の指導者、体育

であれば、いろいろな専門性を持った方々がボラ

ンティア的にご指導いただくというふうなことで

ございます。基本的には、スポーツ少年団の大き

な組織は日本体育協会、その中に属していくわけ

でございますので、その中での一つの大きな活動

というふうなことだろうと、このように思ってお

ります。私どもとすれば、将来的にはやはり少し

ずつ学校から離し、そして地域の子供は地域で育

てるというような視点に立っていただければあり

がたいなと、こんなふうに思っているわけでござ

います。

先ほど申しましたように、大都市は比較的こう

いう指導をなされる人材は多いのでございます

が、やはり地域によりましては、仕事と並行しな

がら、あるいは土曜日、日曜日なしでのボランテ

ィアというのはなかなか難しい感じがするわけで

ございます。今のところ正規にむつ市におけるス

ポーツ少年団というのは大畑地区しかございませ

ん。そういうことで、先般も県内でスポーツ少年

団の集まりを当市でもって、いろいろ情報交換を

やったわけでございますけれども、将来的にはや

はり徐々にそういう方向で進めていきたいものだ

、 。と こんなふうに思っているところでございます

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（目時睦男） 今教育長からお話がありまし

たが、先ほどの教育委員会委員長の意見の中でも

表明しているわけでありますが、大畑のミニバス

ケットボール、全国制覇をして、この部分につい

てもスポーツ少年団の活動の成果の一つだという

認識をしています。大畑のスポーツ少年団は、子



- 25 -

、 、供たちの教育というか スポーツ振興という面で

健康増進も含めていろんな種目の活動をしている

わけでありますが、私が先ほど聞いている中で、

具体的な指導者の部分、私は学校教育と社会教育

は一体のものでなければならない、このような私

なりの認識を持っています。そういう面で見ます

と、具体的には指導者の部分についてはそれぞれ

の学校の先生方の事情、個人的な事情も許される

とすれば、指導者になっていくということも地域

の一員として私はしかるべきだろうという、それ

をまた教育の面でとらえた場合に援助をしてい

く。こういう連携をした取り組みが、これは学校

に任せるというようなことではなくて、地域の他

の民間というか、地域の方々についても指導者な

りサポート役なりという点についてはお互いに友

好的な関係を持っていくということが全体のスポ

ーツの振興に私は寄与していくだろうと、このよ

うなとらえ方をしているわけでありますが、現実

的にはそのようになっていないという状況が実態

としてあるわけであります。そういう面で見たと

きに、今回の条例の中でその辺については、具体

的な実態も含めたときに、今後どのような形の中

で進めていくという考え方なのか、再度お聞きし

たいと思います。

〇議長（村中徹也） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 目時議員からは、具体的な

お話でございました。私もその大畑地区における

スポーツ少年団の指導者はどういう人から成り立

っているのかと大分お聞きをいたしました。そう

しましたら、学校においては先生方は勤務時間は

学校の部活動ということで指導しますが、一たん

離れますと、やはり地域の中の一人として、そし

て一般のボランティアの人たちと一緒になって指

導した成果が、先ほどのような日本一になったと

いうふうに見ておりまして、まさしく私は、要す

るに先生方が地域には全然タッチしないのではな

くて、一緒になってやるところに地域が学校を応

援し、学校が地域と一緒になっていくという、非

常に理想的な私は姿だろうと思っております。そ

ういうことが我々が将来模索していかなければな

らない、本当にモデル的な姿を見た思いをしてい

るわけでございますので、スポーツ少年団の育成

とともに、あるいはまた総合型地域スポーツクラ

ブの育成なども含めて、お互いにまだまだ不足す

る部分はあるかもしれませんけれども、やはり子

供から大人までという中でのとらえ方をしていき

たいものだと、こんなふうに思っております。た

だいま目時議員のおっしゃるような具体的な形

が、今までずっと長年にわたりまして見てきた結

果であろうと、こんなふうに思っているわけでご

ざいまして、私は小学校の校長会とか、あるいは

また中学校の校長会等々におきましても、あるべ

き姿として大畑地区のスポーツ少年団の例を出さ

せていただいているところであります。

以上です。

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（目時睦男） 具体的には、今の教育長の答

、 、弁の中で 私はそれぞれの学校教育の実態の中で

個々の教師の方々の個人的な事情によってはスポ

ーツ少年団の指導者になり得る状況というのをつ

くり出していくことは必要だというとらえ方でよ

。 、 。ろしいでしょうか 最後 よろしくお願いします

〇議長（村中徹也） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 理想的な形としますと、や

はり先生方が今多忙化というふうなことを言われ

ているわけでございまして、昨今では子供と接す

る時間を確保させてあげたいと、こんなふうに思

。 、っているわけでございます 一方に偏ることなく

地域の一員のときは地域の一員として子供を支え

ていくというふうな視点というのは、やはり地域

の活性化にも私はつながっていくことだろうと思

っておりますので、一つの分野ではなくて、みん
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なで支えていくという、そういうムード、雰囲気

を各地区においてやはり育てていってもらいたい

ものだなと、こんなふうに、あるいはまたそのよ

うに学校の職員に対しても協力していただくよう

に一層ご理解をいただくように話していきたい

、 。と こんなふうに思っているところでございます

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで目時睦男議員の質疑を

終わります。

教育委員会の意見に対して、ほかに質疑ありま

せんか。24番新谷功議員。

〇24番（新谷 功） 教育委員会委員長の意見書を

今また見ておるわけですけれども、その中段以降

に「市民一人一人が自らスポーツを行うことによ

り心身ともに健康で活力ある社会を形成するスポ

ーツ立市を将来の課題とした取り組みが必要であ

ろうと考えております」と、このように述べてお

るわけです。実は私の記憶違いかどうかわかりま

せんけれども、杉山肅前市長のときにおいて、た

しかスポーツ立市を宣言した経緯があろうかと思

います。そのときのスポーツ立市、今この文言か

ら解釈すれば、改めてこういうふうにもうむつ市

では学童生徒、あるいは高校生、本当に皆さん大

変活躍して私はうれしいなと。本当に市民を力づ

ける活躍をしているなと、このように思って、ま

た関係者においても、何かあればすぐに本庁舎の

前に垂れ幕を掲げて、本当に啓蒙を図って、また

頑張ってもらいたいという思いが、そうしている

わけなのですけれども、その点、もう一度お伺い

しますが、杉山肅前市長のときのスポーツ立市が

どうなって、改めてこのスポーツ立市を掲げるの

かと、その辺の経緯をお知らせください。

〇議長（村中徹也） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） 私も杉山前市長のときから

教育委員会に所属させていただいているところで

ございますが、具体的にスポーツ立市を掲げると

いうふうな具体的な話は聞かなかったような気が

いたしますので、流れ的にはちょっと結びつかな

いところがあろうと私は思っているわけでござい

ます。

、 、実は 文部科学省のスポーツ振興計画の中では

平成22年度までというふうなことで、もう間もな

くのことでございますが、しかしその後も５年ご

とに変更していくというふうなことを言っており

ますけれども、これからの国民というのは、２人

に１人は週に少なくとも１回はスポーツに親しめ

るような地域をつくっていきたいというふうなこ

とでございます。２人に１人は週に１回必ずスポ

ーツが実施できるようにしていきたいというふう

なことでございますので、我々は単なるスポーツ

がスポーツ技術云々ではなくて、やはり健康とい

うふうなことを考えますと、あるいは生きがいと

考えますと、そういう方向に将来機運が高まった

場合には、スポーツ立市ということもあるのでは

ないかということで、今教育委員会委員長がお話

ししましたけれども、教育委員会の中ではいい方

向だというふうなことで話をされたところでござ

います。

〇議長（村中徹也） 24番。

〇24番（新谷 功） 杉山肅前市長時代のスポーツ

立市は別といたしましても、私は本当にこのむつ

市の青少年のスポーツの活躍、頼もしいなと、こ

のように思っているわけでございます。きのう県

民駅伝があったのですけれども、ことしの市制施

行50周年あるいは合併５周年に花を添えてくれれ

ばなという思いが本当はありました。残念ながら

そういう結果になったのですけれども、ぜひとも

また来年も頑張っていただきたいと。

また、このような教育委員会委員長の意見書、

これはもう今度は市長が先頭に立って、むつ市民

を元気にするためにも、私はスポーツを振興する

ことは大いに結構だと、このように思っておりま
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す。関係者においては頑張っていただきたいと、

このように思います。

以上で終わります。

〇議長（村中徹也） これで新谷功議員の質疑を終

わります。

教育委員会の意見に対して、ほかに質疑ありま

せんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で教育委員会の意見に対する質疑を終わり

ます。

次に、議案第53号に対する質疑を行います。質

疑の通告がありますので発言を許可します。６番

横垣成年議員。

〇６番（横垣成年） ４点ほどお願いいたします。

まず、今回はこの第24条２というのに基づいて

スポーツに関すること、文化に関すること、これ

を市長部局に移すことができるというのに基づい

てこの議案が提案されたのですが、まず第１点目

に、なぜスポーツに関する事務を市長部局に移す

ことになったのか、今まで何かスポーツをやって

いくうえで不都合か何かあったのかなというふう

にも考えるので、そこのところをお聞かせ願いた

いと思います。

２点目ですが、この第24条の２には、それこそ

スポーツに関することと文化に関することを市長

部局に移すことができるとなっているのですが、

なぜスポーツだけを市長部局に移すということに

なったのか。逆になぜ文化を移さなかったのかと

いうことのお尋ねにもなります。

３点目ですが、こういう形で市長部局に移すこ

とによって、教育委員会というのは市長部局とは

本当に今までずっと独立した、そういう行政機関

になっておるわけですが、そういう意味での独立

性というのが一転損なわれるのではないかなとい

うふうに思いますので、その点はどのようにお考

えかということです。

最後４点目ですが、県内でこういうふうに市長

部局に移している自治体はどこがあるのでしょう

か。ちょっと細かくスポーツと文化、両方移して

いる自治体、またスポーツだけ、また文化だけを

移している自治体それぞれに分けてお知らせして

ほしいなと。また、移した自治体にはどういう効

果があったのかもお知らせ願えればと思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） まず第１点目の今まで教育

委員会が所管してきたわけでございますが、そう

いうことで、今まで何か不都合なことがあったの

かどうかというふうなお話でございます。今委員

長からも申し上げましたように、これからの時代

というのは、やはり競技の技術的な向上はもちろ

んそうでございますが、やはりレクリエーション

とか、あるいはまた健康増進などに対する市民の

要望、ニーズというのは本当に多様化していくだ

ろうと、こんなふうに思うわけでございます。さ

らにまた、その範囲も多岐にわたってくるものだ

と、こんなふうに思っているわけでございます。

、 、今までですと 例えば一つの競技でございますが

これを年代別とか、あるいは性別とかということ

で、ますますそういうニーズというのが今までと

は違った大きなものになっていくものと、こんな

ふうに私は予想しているわけでございます。

そういうことで、今もそうでございますが、市

には体育施設とかいろいろございますけれども、

日程とか会場がダブりまして、せっかく予定した

のにその日程で消化し得なかったとか、あるいは

また次年度に回さざるを得なかったというような

ことも日程的なことであるわけでございます。あ

るいはまた、地域の行事などとせっかくのいい行

事が重なってしまって、子供たちが参加できなか

ったということも今までもいろいろ地域から要望
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を聞いているわけでございます。

そういうことで、やはり今後は一元的な形で見

ていって、可能な限り日程調整などをやっていく

必要があるのかなと、こんなふうに思いまして、

私どもの中ではどうしても交通機関との連絡と

か、あるいはまた他経済的な面、あるいは観光的

な面等、やろうと思いましてもなかなか限界があ

るというようなことで、また合併してこのような

広大になりましたので、地域の行事だとかいろい

ろ出てくるわけでございますが、ダブらないよう

にするということは難しいと思いますけれども、

大きな柱だけはダブらないようにしていきたいも

のだと、こんなふうなことで、もう少し大きな視

点で見られるような、そのことが逆に地域の方々

の要望にこたえられるのではないかなと、こんな

ふうなことを今思っているところでございます。

次に、スポーツだけを市長部局に移すのかと、

文化はどうしたというふうなお尋ねでございます

が、将来的には文化的なものも市長部局に移すと

いうふうな方向で我々は今いるわけでございます

が、ただ現在の姿といいましょうか、生涯学習課

があって、あるいはまた公民館があって、公民館

活動があって、あるいはまた図書館があってとい

うふうな大きな生涯学習を支える柱があるわけで

ございます。これも長年の経験にわたりまして、

いろいろな講座、教養講座とか文化芸術というも

のを、あるいはイベントというものを企画してき

て地域の要望にこたえてきているわけでございま

すけれども、しかしよくよく見ますと、生涯学習

課でやっている一つの催し物と公民館とか図書館

でやっているものが非常に似たようなものがあっ

たり、ダブっているようなケースもあるわけでご

ざいます。これは、あくまでも今申しましたよう

に、長年の経験から来たものでございますので、

一概に私は区分するということはまず不可能に近

いものがあるだろうと思いますが、いずれにしろ

将来的にはやはりこれを整理したり、あるいはま

たさらに充実させると、整備するというふうな視

点で考えていきたいと、こんなふうに思っていま

すので、そのためにはやはりいろいろな方々の文

化団体とか、公民館でサークル活動に頑張ってお

られる方々のご意見等を集約しながら、お聞きし

ながらやっていきたいし、もう少し時間をいただ

きながら、ある程度一つの方向性が出た段階でま

たお願いしたいものだと、このように思っている

ところでございます。

、 、次に 独立性というふうなことでございますが

先ほどから申し上げておりますが、私たちの所管

するのはあくまでも小学生と中学生の体育スポー

ツにかかわる事業を展開してきているわけで、今

後もこれは変わらないわけでございますので、市

長部局に移ったから、そっちが主体性を失うので

はないかというふうなことには決して私はならな

、 。いと このように思っているところでございます

次に、県内で市長部局に移したところ、どのよ

うな状況になっているかというふうなお尋ねでご

ざいますが、県内におきましては青森市、それか

ら八戸市、弘前市が大きく今動き出しているわけ

でございます。まず、青森市におきましては平成

13年度から文化、スポーツを市長部局に移してい

ると。それから八戸市は、去年の平成20年４月か

ら移してございます。それから弘前市は、これは

一方だけで、逆に文化だけをことしの４月から市

長部局に移しているというふうなことでございま

して、いろいろそこで我々も教育長会議を通しな

、 、がら 情報交換をやっているわけでございますが

その効果といいましょうか、成果を見たらどうだ

というふうなことでございますが、今のところ青

森市あるいはまた八戸市あたりから特に問題は出

ていないけれども、また弘前市は始まったばかり

でございますので、時期尚早ということで結論的

な明確なものはまだ述べる段階ではないと、こん
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なふうに申しております。ただ、他の市におきま

しても、やはり移行を考えた、考えている、ある

いはまた考えていこうとしているというふうな市

も相当出てきているように思っております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） 今の教育長の答弁ですと、教

育委員会の独立性は失われることはないというこ

とで、私もそのような形でぜひ運営してもらいた

いなとは思うのですが、ただ答弁の中で、今まで

は行事がダブったりして、結局小・中学校の行事

が２番手、３番手にさせられて、そういう形にな

ったという話もありましたが、結局これから一元

化というふうになった場合に、やっぱりそういう

ことが逆に防げるのかなというのをちょっと心配

するところもあります。今まで、そういう意味で

地域の方が優先にいろんな施設を使っているがた

めに学校教育が２番手、３番手になったという経

緯から見るならば、結局また市長部局が一元化し

て、幾ら教育委員会がこういう行事をしたいとい

っても、市長部局のほうの権限がちょっと強くな

って、やはり行事は地域のほうが優先だから学校

のほうはちょっと手を引いてくれというふうな形

で、結局調整が入ると思うのです。そういう場合

にどういうふうな形の対応になるのか。やっぱり

教育委員会としては、そこのところのやり方、子

供を優先してほしいという姿勢を求めるのが教育

委員会だけれども、市長部局としては地域のほう

を優先したいと。やっぱりどうしてもぶつかって

しまうような感じがするのですが、そこのところ

を結局市長部局に一元化することによって教育委

員会の発言が届かなくなるのかなというふうな危

惧があるのですが、そこのところはどういうふう

に考えているものかということです。

それと、あと県内の他の市で実施しているのが

それこそ大都市、青森市、八戸市、弘前市だけが

先行しているという状況で むつ市が６万5,000都、

市で、まだもう少し様子を見てもいいのかなとい

うふうなことを若干思ったのですが、でもいいこ

とであれば、それはどんどんやってほしいと思う

のですが、そこのところの判断をどういうふうに

したのかなということで、この２点、お尋ねさせ

ていただきます。

〇議長（村中徹也） 教育長。

（ ） 、〇教育長 牧野正藏 市長部局のほうが先行して

私ども教育委員会で計画します小・中学校のスポ

ーツ的、体育的行事が食い込まれていくのではな

いかというふうなご懸念でございますが、このよ

うなことにつきましては、小・中学校における体

育的行事というのは、例えば小学校の陸上、ある

いはまた中学校のいろいろなすべての体育的、要

するに県大会につながるような、あるいは全国大

会につながるようなものは、もう前の年にすべて

決めておりまして、これは地区大会、市の大会、

あるいは郡大会、そして県大会、全国大会という

ふうに常に連動するものでございますから、それ

ができなくなるようなことは絶対あってはならな

いわけでございます。といいますのは、単に子供

たちだけの移動とかではなくて、それを支えてい

ただくいろいろな体育協会の方々のご支援がなけ

れば、もう審判を含めて、役員を含めて、そうし

た手弁当で今までもご協力いただいて、ご支援を

いただいているわけでございます。そういう人た

ちとも関連するわけでございますから、単に子供

たちが試合やって勝った負けたという論ではなく

て、地域挙げての一つの大きな行事になるわけで

ございますので、こういうことが市長部局に埋没

してはならないと、このように思っております。

それから、旧３市というふうなことでございま

すが、ただやはり今言ったように、私どもと同じ

ような規模を有する市におきましても、もう検討

を開始していると、あるいは間もなく終わろうと
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しているとか、今からしたいというふうな、今か

らということは、ことしからということだと思い

ますが、そういうことでありますので、どの市も

無関心でおられる状況ではないわけでございます

ので、私どもも早いかどうかはわかりませんけれ

ども、タイミング的には非常にいい時期ではない

かなということでご提案させていただいたところ

でございます。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第53号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第53号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇議案第５４号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第３ 議案第54号

むつ市部設置条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、４番目時

睦男議員。

〇４番（目時睦男） 最初に２点ほどお尋ねさせて

いただきたいと思います。

この条例については、提案理由の中で簡素で効

率的な組織体制の整備をしていくと、こういう理

由で市長から提案しているわけであります。具体

的には、名称で言いますと総務部を今度は総務政

策部と、企画部を財務部と、そして議案第53号で

議論がありましたスポーツ関係の部分等々につい

て設置条例の改正と、このように理解をしている

わけでありますが、そこで具体的なこの設置条例

の改正の理由をそれぞれお話をしていただきたい

と思っております。

それと、２点目が今回の条例改正に伴って、行

政組織規則、これらについても改正をされるだろ

うという理解をしているわけでありますが、その

ことによって、これまでの課、係の増減があるの

かどうか、あるとすれば、その内容も含めて説明

をしていただきたいと思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 目時睦男議員のお尋ねでご

ざいますけれども、まず今回の部の設置条例、こ

れを改正する大きな目的、目指すものは何なのか

というふうなご趣旨だと思います。このたびの組

織改正は、平成20年３月に策定いたしたところの

行政機構改革基本方針、これにのっとった改革の

一環でございまして、今年度実施いたしました分

庁舎の組織強化とか、本庁舎におけるグループ制

を先行した導入、こういうふうな延長線上にある

ものであります。対局的には、それぞれの部の構

成を、その部の使命をより明確にする方向で見直

すこと、そしてまた専門度を踏まえた部内での政

策形成を活性化させること、そしてまた部単体で

は対応がなかなか難しい施策、横断的な施策がご

ざいます。その中で各部間の調整を緊密に行うと

いうことで、より戦略性に富んだ対応が可能であ

るというふうな形で組織をつくり上げると、こう

いうふうな目的がございます。そしてまた、課の

統合、再編ということに踏み込んだわけでござい

ます。

特に行政資産では、人、物、金とよく言われま

すけれども、その有効活用を図る意味から、税務

と管財関連を統合した物、金、この部分の管理を

財務部にゆだね、そして将来的には資産の有効活

用戦略、これを担務してもらうと。また、人につ

きましては、総務、企画、それを統合した総務政
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策部に、一つの大きな形とすれば財務部と総務政

策部、これはやはり対峙する組織でなければいけ

ない。つまり財布を握っているところと、政策を

進めていくところ、ここのところは大いに議論を

し合うというふうな大きな対峙性を持った組織を

つくり上げる必要があるのではないかなかと。そ

れぞれの部の戦略的な施策展開を人の管理のもと

で調整していく役割を総務政策部に持たせたい

と、こういうふうなことでございます。

構造的に縦割りになりがちな行政組織のその機

構を横の連携に配意した組織を構築したいという

ふうな思いでこの組織改正をお諮りをお願いして

いるところでございます。

その余につきましては、担当からお答えいたし

ます。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 今回の組織改正に伴いま

す課、係等の増減ということのお尋ねでございま

すが、この組織改正につきましては、昨年度から

前倒しでやっており、企業局及び経済部は昨年前

倒しで実施したわけでございます。企業局につき

ましては４課から３課、それから経済部につきま

しては産業政策課を新設して農林水産課というこ

とで、農林課と水産課を統合しております。

それから、分庁舎につきましても６課から４課

というふうなことでの組織改正を実施したという

ことでございまして、今年度は引き続きまして、

本庁舎の残った部分全体についての組織改正とい

うことで、現在は７部35課１室というふうになっ

てございますが、これを課等の統廃合を進めまし

て、７部については変わりませんが、７部30課、

35課を30課ということで、５課減ということにな

ります。１室については変わりません。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（目時睦男） わかりました。それで、具体

的な例も挙げながらお話を聞きたいわけでありま

すが、１つは先ほど議案第53号でも議論がありま

した。具体的な部分としては、言ってみれば学校

の体育関係については教育委員会の所管、一般も

含めたスポーツ全般に当たっては民生部の所管

と、こういうふうに私は理解をするわけでありま

すが、スポーツ関係については。具体的な例でお

話をしますと、きのう惜しくも県民駅伝が連覇を

なし得なかったわけでありますが、県民駅伝、選

手の構成が生徒と一般と一緒なわけです、チーム

編成をするとき。そうなった場合、この教育委員

会が所管している部分と民生部が所管する部分が

今の縦割り行政の中でいった場合に、こういう点

での取り組みという部分についてはどのような形

の中で、ひとり歩きをしていくというわけにはい

かないと思うのです。そういう点では、一つの例

でありますが、生涯学習、生涯スポーツという部

分については、文部科学省の部分等々含めて、そ

の展望については否定はしないのでありますが、

具体的にこれらの生徒と一般の方々とを含めたス

ポーツという面でとらえたときに、どのような仕

組みの中で今後取り組んでいくのか、ひとつお聞

きをしたい。

２つ目は、先ほどの答弁の中で、市長の答弁に

もあるわけでありますが、経済部の事務分掌の中

で農林、畜産、水産業、事務分掌でいきますと、

一くくりになっているわけであります。そのほか

に事務分掌では改正案の中で産業振興にかかわる

部分、関する部分については事務分掌で新たに項

を起こしているわけです。そこで、私は林業であ

れ、農業であれ、畜産であれ、この具体的なそれ

ぞれの産業について振興を図っていくというの

は、具体的な課題の部分等含めて振興にも寄与し

ていくという、こういう側面を持ってこれまでや

ってきているだろうと思うのです。それが今回の

改正の中でそれぞれの課題別というか、産業の個
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々の部分について一くくりにしながら、そのほか

に産業振興ということで、また項を起こしている

という部分についての理由をお聞きしたいなとい

うふうに思っています。

これと関連するわけでありますが、３点目はこ

れまで私は何回か、特に林業関係等々含めて一般

質問でお話をしてきました。というのは、合併し

て５年目を迎えています。合併以前と合併後の本

市におけるそれぞれの産業構造は変化をしてきて

いると、現実的に。こういう状況の中で、その産

業構造に合わせた組織機構という部分について検

討する必要があるだろうという、こういう点でこ

れまで申し上げてきているわけでありますが、そ

れらの部分については、私の理解としては検討し

ていくと、こういうことでのとらえ方をしている

わけでありますが、これらの部分についての検討

がどのようになされたのか、以上について再度お

聞きをしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 県民駅伝の部分のお尋ねが

ございました。例えばというふうなことでの例を

挙げられましてのお話でございますけれども、県

民駅伝は教育委員会一つの所管ということではな

く、むつ市としてしっかりと取り組んでいるとい

うふうなお考えを、イメージを持っていただかな

ければいけない、こういうふうな思いでございま

す。つまり教育委員会のこれまでのスポーツの担

当のところにすべてをゆだねるわけではございま

せん。それは、組織としては分けてこれから部局

のほうに来るものもございますけれども、そうい

うふうな形のうえで進めますけれども、市として

取り組まなければいけない、こういうふうなもの

は積極的に市と教育委員会、市の中、むつ市の中

でございますので、力を合わせてそれぞれの得意

分野もあります、不得手な部分もあります。そう

いうふうなところ、総合的な力をこれから尽くし

、 、ていかなければいけない そういうふうな思いで

この組織のほうに取り組んでいかなければいけな

いと思います。具体的には、教育長からまたご答

弁があるかと思います。

産業の部分でございますけれども、私は産業振

興と産業業務、これをしっかりと峻別というふう

なことではございませんけれども、業務は業務と

して産業業務、この部分をしっかりしていかなけ

ればいけませんし、産業振興の部分、今産業政策

課というふうなことで、これはことしの春からス

タートしたわけでございますけれども、地域産業

の振興に非常に力点を置かなければいけないとい

うふうなことで産業政策課を発足させました。こ

れは、農林、畜産業という１次産業、これは私自

信を持っているこの１次産業、そしてこれを育て

上げなければいけない、振興させなければいけな

いというふうなことで産業政策課で販路の拡大と

か開発だとか、そして経済の活性化、それを戦略

的に進めていく課として産業政策課を発足させた

わけでございます。また、農業、漁業、林業、そ

れぞれの分野においてこれまで培ってきた活性化

への方策が当然あるわけでございますが、市とし

て共通に、強力に進むべく産業振興政策、これを

積極的に打ち出していきたいというふうなのが、

また産業政策課に私が求めているところでござい

ます。

条文におきましては、それぞれの課の担務する

業務構成に沿った項立てとしております。そのた

めには、産業政策課は産業振興、これを一本、そ

して農林水産課、これは産業業務を一本にまとめ

たというふうなことでございまして、目時議員が

これまでずっとお話をしている中で、林業に対し

ての気配りが足りないのではないかというふうな

ご懸念があろうかと思いますけれども、決してそ

ういうふうなことではございません。また、それ

ぞれの地区、地域、特性がありますので、その部
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分では産業業務、しっかりとこの農林水産課の中

で対応していかなければいけないし、そしてまた

総合的な戦略を組んでいく、活性化をしていくた

めにはどういうふうな気配り、目配りをしていか

なければいけないのか、どんな戦略を組んでいく

のか、それが産業政策課に私は求めているという

ことでご理解をいただきたいと、このように思い

ます。

合併前後での部分にも今入りましたけれども、

産業構造が変化を来しているというふうな部分、

それが合併したから産業構造が変化したのかと、

そういうふうなところでは私はないと思います。

やはりこれは世界の、また全国的な、その流れの

中で産業構造が少しずつ変わってきているという

ふうなことは認識はしておりますけれども、これ

がひとえに合併したからこうだというふうなこと

には私はとらえがたいものではないかなと、この

ように思います。その中で、しっかりとこの１次

産業は私は守っていかなければいけないし、戦略

を組んで活性化していかなければいけないという

強い意思のもとで私は１次産業の育成に努めてい

くと、こういうふうな決意を述べさせていただき

たいと、このように思います。

〇議長（村中徹也） 教育長。

〇教育長（牧野正藏） ただいま目時議員から冒頭

にきのうの県民駅伝競争大会のことについてお触

れいただきました。私も現場に行って指揮をとら

せてもらったわけでございますが、ごらんのとお

りの結果でございました。１時間46分18秒という

ことで、１位には２秒足りなかったわけでござい

まして、距離にしますと、私の目測では四、五メ

ーターかなという感じがいたしました。結果は結

果というふうなことでございます。

ただ、私どもはやはりむつ市純粋といいましょ

うか、住んでいる者の中から選考して出場しても

らったわけでございますが、ことしの特徴といた

しましては、すべての地区から監督、コーチ、あ

るいはまた選手を含めて18名でございますけれど

も、すべての地区から入っていただきまして、そ

の中から８名を選んだ形での選手というふうにな

ったわけでございます。きのうは、そういうこと

で青森市を出まして、夕方またむつ市に集結いた

、 、しまして 市長あるいはまた村中議長含めまして

子供たちの反省会を含めて来年に向けての決意を

お互いに確認し合ったところでございます。

しかし、そこの背景は何かと申しますと、今懸

念されておりますことなのでございましょうが、

やはり先輩たちは、陸上競技協会を中心といたし

ますけれども、そういう人たちには本当に子供の

面倒をよく見ていただきまして、単なる走ること

だけではなくて、生活のあり方からご指導してい

ただいていることが本当に毎年毎年優勝、あるい

はまた準優勝に結びつている結果だろうと。これ

は本当に長い長い歴史の積み上げだろうと、私は

本当に先人、また今まで苦労されている方々に感

謝しているところでございます。

これは、単に陸上競技協会に任せるのではなく

て、むつ市全体ということで、一たんは教育委員

会で実行委員会を形成いたしまして、中学校の体

育協会の会長さんを入れたり、あるいはまた陸上

競技協会からの方々に入ってもらったりというふ

うなことで、実行委員会を形成して、その中で今

度は具体的な指導はむつ市陸上競技協会のほうに

お願いするというふうなスタイルをとっているわ

けでございます。そういうことにつきましては、

部署がたとえどこにあったとしても、そのスタイ

ル以外にはないのかなと私は思っているわけでご

ざいますので、今ご懸念の偏っていくことに心配

なさっておるようでございますが、やはりお互い

が協力し合うという、役所の悪いところはちょっ

と縦割り的になったりして協力しないというふう

なことは今後決してあってはならない。特にイベ
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ント的な、行事的なものにつきましては、もう子

供から年寄りまでというふうなことで、年代を区

分することのできる時代でないわけでございます

ので、やはり飛び越えた分も含めながら協力する

と、一方に偏らない形での協力体制というものを

市を挙げて行うという姿勢は今までと同じように

なるものと、このように考えているところでござ

います。

〇議長（村中徹也） これで目時睦男議員の質疑を

終わります。

次に、23番浅利竹二郎議員。

〇23番（浅利竹二郎） 議案第54号について質疑い

たします。目時議員と大分重なる部分があります

、 。ので 省略をしながらお尋ねさせていただきます

まず、今回の組織改編につきまして、総務政策

部、財務部というものが新しくなるということに

ついて、またなぜこの今の時期なのかということ

につきましては、目時議員に対して市長からの説

明がありましたので、省略いたします。

次に、今は従来の組織の中で何々対策課という

のがあるのですけれども、今度総務政策部等も含

めて、政策部または政策課の 「政策」という言、

葉がよく使われているのですけれども、このねら

、 。い 意図するところはどういうことかということ

、 、 、それと 私は今下北半島 むつ市にとりまして

原子力産業というのは非常に重要な部署といいま

すか、大事なことだと思うのですけれども、今回

の改編につきまして、エネルギー対策課の項立て

というか、一つの課として存在しないというか、

どこかに吸収されているのですけれども、そこら

辺、どこの課が所掌するのかについてお尋ねいた

します。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 総務政策部、それから環境

政策課、産業政策課ということで、非常に政策と

いう名称が多くなったということで、その意味す

るところはというお尋ねでございますけれども、

私は各部各課におきまして戦略性、これを持った

広い視野に立って取り組みをしていただきたい

と。つまり政策的な部分、それから市民の声を聞

き、各課の関係団体、地域、そういうふうなとこ

ろから声を吸い上げて、そして広い視野でもって

戦略性を持った取り組みを望んでいるというふう

なことでございます。これは、政策課ということ

で名前をつけたわけでありますけれども、仕事の

内容を端的にあらわすのが課名、課の名前でござ

いますので、その持つ意味合い、そしてまたその

課に配属された職員のモチベーションが高まって

くるという、その意味合いからも、政策課という

ふうなことでございますので、職員にもまたこの

政策という名称がついた意味合いもしっかりと考

えていただかなければいけないし、またより多く

の市民の皆様方からの声もしっかり受けとめて、

戦略的に考えていくという部分でとらえていただ

きたいと、このように思うところであります。

それから、原子力産業のエネルギー対策課の業

務、今度はどこに行くのかというお尋ねでござい

ますけれども、全庁的なグループ制の導入により

まして、できるだけ１課１係、この課を統合する

方針で臨んだところであります。その意味からし

て、エネルギー対策課につきましては、企画課と

統合し、企画調整課としたところであります。ま

、 、 、た 原子力施設の監視業務 これにつきましては

防災政策課に移管するということにしたところで

あります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 23番。

〇23番（浅利竹二郎） ありがとうございます。

政治家というのは、１任期４年の任期があるわ

けですけれども、その実績が問われるわけです。

それで、行政には当然スピード感があり、その４

年間に何をやったかというスピード感が当然必要
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、 、なわけなのですけれども そういうことについて

今回の組織改編も含めて、市長の決意といいます

か、思いをご披露願います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 実績とスピード感というふ

うなことでのお尋ねでございますけれども、実績

はしっかりと１日１日を大切にし、そして１年１

年を大切にして行政を進めていくというふうな形

で実績をご評価されるものだと、このように思い

ます。

スピード感は、その意味からして、任期ちょう

ど２年を折り返した今定例会でございますけれど

も、組織をしっかりと組み立てて、そしてこれま

で横断的なところが非常に私も不満なところがご

ざいました。そういうところのないような組織に

つくり上げて、ますます職員が減っていく中で機

動性にあふれ、そしてスピード感あふれる組織に

していきたいというふうなことでの組織の改正で

ございますので、ご理解賜りたいと思います。

〇議長（村中徹也） これで浅利竹二郎議員の質疑

を終わります。

次に、21番中村正志議員。

〇21番（中村正志） 議案第54号につきまして、質

疑をさせていただきます。３人目ということで、

重複する部分もあるかと思いますが、その辺はよ

ろしくお願いしたいと思います。

今回の改正でございますが、私はその中でも一

番大きいなと思っておりますのが、今までは企画

部に置いて、企画、財政両方を総合的に調整を行

ってきたのでありますが、このたびの改正では企

画と財政をそれぞれ総務政策部と財務部に分ける

ことになっております。先ほどの答弁でも一部そ

のことについて触れられておりましたが、この２

つを分けることによるねらいと効果につきまし

て、まずはお尋ねをしたいと思います。

また、市の行政計画と財政計画というのは表裏

一体であると私は思うのでありますが、今後両者

の総合的な調整はどのような部署といいましょう

か、セクションで図ることになるのでしょうか、

そのあたりを聞きたいと思います。先ほど、この

２つの部分を大きく議論することによってという

ふうなお答えもありましたが、その点についてお

尋ねをしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 中村正志議員のお尋ねにお

答えするところであります。

私は、財政と企画、この両分野が拮抗、対峙関

係というふうなことで緊張感のある行政運営、こ

れが必要なのではないかなと、こういうふうな思

いでございます。これまでむつ市は財政の状況が

非常に厳しゅうございまして、財政主導的な部分

で運営をされてきたと、このように私は議員当時

から感じておりました。その中で、企画をしてい

ながら、その企画が財政の部分だけで非常にへこ

んでしまっている、そういうふうな部分があった

。 、 、のではないだろうかと その部分において 人と

そしてまた物、金、先ほどご答弁申し上げました

ように、物と金の部分の行政資産、そしてまた人

の行政資産、これをひとつ分けまして、大いに議

論し合うという形の中で進めていくというふうな

ことが、より企画のほうはフリーハンドで大いに

まちづくり、そしてさまざまな部分について提案

もできますでしょうし、企画力を、はっきり言っ

て財布のことも心配をしないで企画を立てること

ができる。しかしながら、物と金を握っている財

、 、務部では しっかりとこの部分を把握をしながら

財政理論を展開しながら大いにその両部でぶつか

り合って発展を考えていく、行政を進めていくと

いうふうなとらえ方をしていくべきではないかな

と、このように思うところであります。

また、これまでのそういう意味からして企画部

の中で調整がなされてきた、この部分をご懸念さ
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れているのではないかなと思います。財政課と企

、 、画課の中で そして企画部で調整をされてきたと

その相互調整的な部分、これをどういうふうな形

で考えているのかというお尋ねだと思いますけれ

ども、私はその拮抗、対峙関係というふうなこと

で、企画部門と財政部門、今お話ししましたよう

に、その立場で考えることが基本であるというふ

うに思いますけれども、今お話しのように、相互

調整的な部分、総合的な調整を図っていく部分、

これは新しい組織におきまして、各部に次長級の

政策推進監、これを設置いたしまして、政策調整

会議を常設いたしまして、その中で組織横断的な

形で議論を深めていき、そしてまたその政策調整

会議の中で一種のシンクタンク的な役割、機能も

持たせて、その中で相互調整をしていきたいと、

このように考えているところであります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 21番。

〇21番（中村正志） 今の市長の答弁の中にもござ

いました。よく私どもが何かこうしたいとか、こ

うすればもっとよくなるのではないかというとき

に限ると、やはりどうしても最後の部分、財政の

ほうでという答えが返ってきました。そういう思

いは市長もそういうことで今回このような形で分

けることによって、また平成23年には財政がよく

なる、そうなったことを見据えてのこのような改

正だと今私は感じておりました。そうしますと、

今後このような改正によりまして、それぞれ各部

各課、業務量とかあると思うのです。それに対す

る職員の配置数、また各部各課での年度内、例え

ば季節によるとか、案件によるものでの業務量の

多い少ないとかがたくさん出てくる、そういう場

面があると思うのですが、それらの業務量の多い

だとか少ないとかに十分対応できるのか、要は先

ほど来話しております仕事に対しての柔軟性が確

保されるとか、あるいは横のつながりが今まで以

上多くできるようになるという改正であるという

ふうにとらえてよろしいのでしょうか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） そのとおりでございます。

つまりこれからは職員の減少、どんどん、どんど

ん減ってきております。合併してから100人くら

。 、いの職員の減少があります そういうふうな中で

非常にこの年齢構成の部分でもバランスに欠けて

いる部分、こういうふうなものもありますし、そ

の中でこの組織機構の改革のねらいには、その部

分で職員数の減少とか、その減っている中で少数

精鋭体制、これをどうやってとっていくのか、こ

れが大きな課題であります。その中でご懸念をし

ております、例えばさまざまな業務量の多寡、こ

の形の中でどういうふうなシフトをしていくのか

ということでございますけれども、グループ制、

この導入によりまして、職員のまず個々の能力の

向上、これを図らなければいけませんし、職員の

流動体制、それを確保できるのではないかと、こ

のように思います。つまり実働人員の確保及びフ

ラット化と申しますか、そういうふうなことで事

務処理の迅速化を図っていくねらいを私ここに置

いているわけでございます。まず、そういうこと

で、業務のスムーズな流れ、これをグループ制の

中でシフトしていって、そしてこれまでだったら

私の係ではないからというふうな部分があったか

と思うのですけれども、決してそういうふうなこ

とのないように、グループ一丸となって業務量を

しっかりと把握し、そしてそれに取り組んでいく

という職員の意識の改革、意識の啓蒙、そういう

ふうなものも踏まえての新しい体制でありますの

で、その部分でも中村議員初め各議員からのさま

ざまな部分での組織に対しての注目度を高めてい

ただくというふうなこともまた組織の活性化につ

ながっていくのではないかなと、このように思い

ますので、よろしくご理解のほどお願いいたしま
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す。

〇議長（村中徹也） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第54号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第54号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務常任委員会に付託いたします。

◇議案第５５号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第４ 議案第55号

むつ市育英基金条例の一部を改正する条例を議題

といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第55号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第55号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇議案第５６号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第５ 議案第56号

むつ市国民健康保険条例の一部を改正する条例を

議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。11番千賀武由議員。

〇11番（千賀武由） １点だけお聞きしたいのです

が、この議案第56号の国民健康保険条例の一部改

正でございますが、出産育児一時金の額の引き上

げは経済的負担の軽減になり、大変うれしいこと

でございます。そこで、むつ市はこの一時金、本

、 、人への支払いでやっているのか 病院に市で直接

今までは35万円ですけれども、払っているのか、

そこのところをちょっとお聞きしたいのですけれ

ども。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 千賀議員のお尋ねにお答

えいたします。

出産育児一時金をどのような形で支払いしてい

るのかと、また医療機関に支払いしているのかと

いう件でございますけれども、現行の制度におい

ては申請により、出産した被保険者の属する世帯

主に給付すると、国保の世帯主でございますが、

になっています。むつ市では、平成17年度から世

帯主が出産育児一時金の受け取りを医療機関に委

任するということをとっています。国保から直接

医療機関に支払う受領委任払い取扱要綱を制定し

まして実施してございます。平成20年度は、79件

の出産の申請がございましたけれども、そのうち

64件がこの受領委任払いの制度を活用してござい

ます。

なお、厚生労働省においては、このたびの支給

額の引き上げと同時に、この医療機関への直接支

払い制度を創設するというふうに伺っていますけ

れども、まだ実施要綱等はうちのほうで手に入っ

ておりません。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで千賀武由議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第56号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第56号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、
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教育民生常任委員会に付託いたします。

◇議案第５７号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第６ 議案第57号

むつ市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改

正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第57号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第57号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇議案第５８号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第７ 議案第58号

むつ市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改

正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第58号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第58号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇議案第５９号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第８ 議案第59号

むつ市乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条

例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第59号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第59号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇議案第６０号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第９ 議案第60号

むつ市脇野沢温泉条例の一部を改正する条例を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。６番横垣成年議員。

〇６番（横垣成年） ２点ほどお願いいたします。

今回の提案を見ますと、以前この施設は大会議

室とか休憩室が６畳、８畳、10畳といろいろ使用

料が書いてあったのですが、今回は休憩室の８畳

だけということで、結局これは大会議室とかがな

くなったということかなと、そこのところ、使用

料が書いていないものですから、説明をお願いし

たいなというふうに思います。

２点目ですが、入浴料、前回は200円だったの

ですが、今回は350円に値上げされたということ

で、これで合併後市内のいろんな入浴施設の料金

は350円で統一されたことになるのかどうか、そ

このところを確認させていただきます。

〇議長（村中徹也） 脇野沢庁舎所長。

〇脇野沢庁舎所長（片山 元） 横垣議員のお尋ね

にお答えいたします。

まず１つ目の休憩室以外の大会議室などの使用

料はどうなっているのかということでございます

が、このたび新設されます脇野沢温泉の集会施設

等は、休憩室の８畳間３つのみとなりますので、

休憩室以外の使用料の定めを必要としないもので

あります。
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２つ目の市内の入浴施設の料金は、これでほぼ

350円と統一されたのかということでございます

けれども、市内でむつ市が管理する入浴施設は、

川内地区のふれあい温泉川内及び湯野川温泉濃々

園、そして脇野沢地区の脇野沢温泉の３施設であ

ります。今回の改正により、３施設とも大人

350円、子供150円と統一されることとなります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第60号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第60号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業経済常任委員会に付託いたします。

◇議案第６１号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第10 議案第61号

財産の取得についてを議題といたします。

本案は、老朽化した公用車を環境性能の優れた

環境対応車に更新するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、２番澤藤

一雄議員。

〇２番（澤藤一雄） 指名競争入札の結果、トヨタ

のハイブリッド「エスティマ」を４台購入すると

いうことでございますけれども、これは車種の指

定があったのか。そして、もしそうでなければ仕

様書に該当する車種を取り扱うメーカーが何社あ

ったのか。

もう一つ、入札を辞退した会社が多いのですけ

れども、この車種以外の入札者があったのか、お

尋ねをいたします。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 澤藤議員のお尋ねにお答

えいたします。

まず１点目の、車種の指定はしたのかというこ

とでございますが、これは車種の指定はいたして

ございません。いたしてございませんが、このた

びの車両更新事業は、国の経済危機対策として打

ち出されました低酸素革命、すなわち地球温暖化

対策のメニューの一つとなっております公用車の

環境対応車への買いかえ、こういう事業メニュー

に乗った事業でございまして、その趣旨にのっと

りまして、購入条件を環境性能が最もすぐれてい

る環境対応車としたところでございますので、お

のずと車種が限定された形になっているところで

ございます。

次に、仕様書に該当する車種を取り扱う業者は

何社あったのかということでございますが、自動

車販売を主とする事業者で市内に本店及び営業所

を有する18社を指名させていただいております。

そのうちディーラー以外の事業者は９社でござい

ます。入札の結果、応札が３社、辞退が７社、棄

権が８社でございますが、辞退した７社につきま

、 、しては 自社に仕様書に該当する車両がないため

２つとして、主要取引メーカーに仕様書に該当す

る車両がないためという理由で辞退しております

ことから、仕様書に該当する車種の取り扱いにつ

きましては、応札した３社が取り扱い可能であっ

たと思っております。

次に、３点目のこの車種以外の入札者はあった

のかということでございますが、落札業者以外の

業者からは、特に内訳書の提出を求めておりませ

んので、どの車種で応札したかということにつき

ましては、承知していないところでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番 澤藤一雄 ２点目のお尋ねの趣旨は 18社（ ） 、
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参加でなくて、仕様書を定めたと思うのですけれ

ども、この仕様書に、例えば７人乗り、排気量

3,000ccとかいろいろあると思うのです。その仕

様書に希望する規格の車を製造しているメーカー

が何社あるかということなのです。そのことにつ

いてお尋ねをいたします。

それから、落札者以外の入札者からどういう車

について札を入れたのかを承知しなかったという

ようなことですけれども、もし違う車種で、当然

価格が違うわけですから、入札がありましたとな

った場合に、どういう入札を落札とするのか。と

いうことは、車が違いますから、当然価格が違う

わけです。そのときに車種なのか、あるいは金額

、 。なのか つまりは一番安い車に落札を決めるのか

それから、もともとの価格が違いますので、いわ

ゆる値引き率といいますか、そうしたもので落札

を決めるのか、お尋ねをいたします。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 仕様書にうたった仕様で

の車を有する会社は何社あるのかということでご

ざいますが、これにつきましては、それぞれのメ

ーカーの車、逐一調べているわけでもございませ

んし、ハイブリッド車というのは、現在ご存じの

ように各社で研究開発を進めているという状況に

ございますので、そういう開発に見合った格好で

車種を選定してくるというふうなこともございま

すので、特に何社あるのかというふうなことにつ

いては、メーカーについては把握してございませ

ん。

それから、違う車種の場合で応札した場合、ど

ういう判断で決めるのかということでございます

が、これは仕様書で示したのは車種指定ではござ

いませんので、これは同等車、こういう機能を持

った車であればいいですよという格好で定めてご

ざいますので、当然これは金額で決めていくとい

うことになります。

以上です。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（澤藤一雄） よくわからないのですけれど

も、事前にどこのメーカーにどの程度の車がある

かというそのことを把握しないで入札に処したと

いう今の答弁だったわけですけれども、ちょっと

。 、変だなという感じを持っています ということは

今落札された車が、ここに写真もついていますけ

れども、これ以外に同等の車があちこちにあると

思うのです。そうすれば、一番安い価格で違う車

種が入札ありましたと。この場合には、まるっき

り違う車が落札になるわけですよね。その場合、

例えば応札をした会社がどの車の仕様で札を入れ

たのかを把握しないまま落札者を決めるというあ

たりが私はちょっと変だなというふうに思います

けれども、担当部長さんは、そうではないとお思

いなのか、お尋ねをいたします。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 先ほど申し上げましたよ

うに、今回の事業は、環境対応車、環境性能が最

もすぐれている車両、これを選択するということ

が第一義でございます。そういうことで、その仕

様書につきましても、平成21年度の税制改正によ

って一定の条件を満たせば自動車重量税が免税に

なっているということもございますが、このこと

、 、も当然考慮に入れまして 条件といたしましては

ハイブリッドシステム車で、平成22年度燃費基準

をプラス25％達成した車、さらには平成17年基準

の排出ガスの基準から75％低減を達成した車とい

う条件を付しているところでございまして、こう

いうことでは、今ハイブリッド車で市場に出回っ

、 、ているメーカーの車としては いわゆるトヨタ車

それからホンダ車があるわけですけれども、さら

には私どもの使い勝手ということから７人乗り、

それから雪国であるということのいわゆる車両運

転安全性というふうなことを含めまして４ＷＤと
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いう、そういう仕様としたとことで、おのずと今

現在市場に出回っている車につきましては、知る

ところ１社に結果としてなるということでござい

ます。そのほかで、これに適合する車があるとい

うことであれば、我々そこまで把握してございま

せんので、それで応札されて結構でございますと

いうことでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで澤藤一雄議員の質疑を

終わります。

次に、21番中村正志議員。

〇21番（中村正志） 多分に重複する部分がありま

すので、その辺は割愛をさせていただきたいと思

います。

今回の仕様書の条件にかなう車種が何種類ある

かは、私は調査をしておりませんが、恐らく今回

はこのトヨタの「エスティマ」のハイブリッドし

かなかったのであろうと私は思うのです。その結

果でそれを扱えるところが少なかった、それでこ

ういう入札の結果なのだろうというふうに思いま

す。しからばそこで、今回はこういうふうな大変

大きな国の関係とか縛りがありましたけれども、

一般的に市が自動車を購入する場合の仕様書の内

容というのはどのような形で行われるのでありま

しょうか、その辺をお聞きしたいと思います。

また、市が財産を取得するに当たっては、自動

車と同じような例でいきますと、コピー機だとか

パソコン、事務用品、いろいろあるかと思うので

すが、それらの物品の購入のときの仕様書という

のはどういうふうな形になるのか、あわせてお聞

きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 仕様書の内容をどのよう

に決めたかというふうなお尋ねだったかと思うの

ですが、これにつきましては、先ほども申し上げ

ましたように、今回は環境性能が最もすぐれてい

る環境対応車、これを購入するというふうなこと

が最も優先的な課題、それを仕様書に盛り込んだ

ということでございます。具体的に申し上げます

と、購入する車両の性能や特徴を示した数値、排

ガス等の環境仕様、ＡＢＳ、エアコン、エアバッ

ク等の仕様装備、寒冷地等の特別仕様を明記した

もの、こういうふうなものを先ほど申し上げまし

たような環境基準に合ったものにしたということ

でございます。

次に、一般的な自動車購入における仕様書の内

容ということでございますけれども、これにつき

ましては、同様に私どもが必要とする車両、これ

、 、 、の性能や特徴を示した数値 仕様装備 特別仕様

付属品等を明記して仕様書として仕上げているも

のでございまして、特に車種の指定はしていない

ということでございます。これまで購入した折に

も環境対応車という指定も特にしていないという

ことでございます。今回初めて国の交付金事業に

のっとってこういう環境対応車というふうな形で

の入札を行ったということでございます。

それから、その他の物品購入等の仕様というこ

とだったと思いますが、これにつきましても車両

購入と同様、それぞれ機種名等の指定というか、

そういうふうなものは基本的にはしてございませ

ん。性能、規格、寸法等を仕様にしているという

ことでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 21番。

〇21番（中村正志） そうしますと、一般的な自動

車の購入の場合は車種の指定はしていないという

ことで、ある一定のメーカーに偏ることはまずな

いというふうに考えてもいいということですね。

その他の物品購入に関しましても、性能や規格

によってある一定のものを指定するというふうな

ことはないということはわかりました。ただ、例

えばその物件が非常にすぐれており、むつ市にと
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ってどうしてもそれが必要だというふうな場合も

あるかと思うのです。そのような場合の物品購入

は、ずばりそのものを指定するということは考え

られるのでしょうか。そのあたりのことをお聞き

したいと思います。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） これしかないというふう

なことであれば、我々が求めているものに合致す

るものがこれしかないということがきちっと判明

するといいますか、証明できるということであれ

ば、これはそういう指定をすることはやぶさかで

はないのかなと思います。今回の場合もハイブリ

ッド車というふうなことの指定をいたしましたけ

れども、本来であれば排ガス規制対策ということ

になれば、もう電気自動車ということで一気にい

ってもよかったのではないかなということもある

わけです。ただ私どもの要求としては４ＷＤ、７

人乗りということもございましたので、それから

また価格面ということもございました。そういう

ことでなかなか合致したものがないというふうな

ことがあったわけでございます。今後そういう面

では電気自動車の対応ということをしていかなけ

ればいけないというふうに考えてございます。

〇議長（村中徹也） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。４番目時睦男議員。

〇４番（目時睦男） お二方の質疑の中で、若干聞

きたいわけでありますが、今回のこの施行という

か、指名競争入札をしたのでしょうか、随意契約

をしたのでありましょうか、その点についてお伺

いしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） これは、先ほど申し上げ

ましたように、18社に指名しまして、指名競争入

札をしてございます。

以上です。

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（目時睦男） ということは、指名競争入札

という理解でよろしいですね。そういう理解の中

で、そうすると、予定価格があって落札価格があ

ったと思うのです。それで議案に載せている契約

相手方が落札をして契約をしたと、このような理

解でよろしいですか。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 今議員おっしゃられたと

おり、指名競争入札で予定価格があり、落札価格

を今お示ししているということでございます。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで目時睦男議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。３番新谷泰造議員。

（ ） 、〇３番 新谷泰造 素朴な疑問なのですけれども

ハイブリッドはホンダのほうが一般的に安いと思

っているのですけれども、ホンダではなくてトヨ

タに決まったなにか、予定価格をホンダが下回っ

たとか、そういうことがあってトヨタになったの

でしょうか。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） ホンダの車は７人乗りで

はないということで、まだそういう７人乗りの車

を市場に出していないのかもしれないということ

でございます。

〇議長（村中徹也） これで新谷泰造議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第61号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第61号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務常任委員会に付託いたします。
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◇議案第６２号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第11 議案第62号

和解及び損害賠償の額を定めることについてを議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、４番目時

睦男議員。

〇４番（目時睦男） 議案第62号 和解及び損害賠

償の額を定めることについて、何点かお尋ねさせ

ていただきたいと思います。

本議案は、特別障害者手当の受給にかかわる部

、 、分でありますが この特別障害者手当については

精神または身体に重度な障害があるため、日常生

活において常時特別な介護を必要とする在宅の者

に対して特別障害者手当を支給しますと、こうい

う法律の定めがあるわけであります。そういう状

況の中で、今回の議案で申請者が受給の認定の基

準を満たしているにもかかわらず、申請にかかわ

る不適切な対応によって受給できなかった、こう

いうふうなことで、最終的には本人、当該者との

和解の成立によって損害賠償金を支払うと、この

ようなことで、本来行政としてあってはならない

事案であるなと、私はこのように思うのでありま

す。

特にこの内容を見ますと、2006年に家族からの

、 、申請確認がなければ そのまま葬り去られている

強いてこれまた言えば、私は先ほど言った行政の

あるべき姿ではないと、こういう状況の中では市

民の生きる権利、暮らす権利、こういう部分も奪

いかねない、そのような大事な事案であろうと、

このように認識をせざるを得ないのであります。

そういうようなことで提案理由等々述べておりま

すが、経過について詳しく説明できる部分につい

て再度お願いしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

（ ） 、〇市長 宮下順一郎 詳しい経過につきましては

担当からお答えを申し上げますけれども、今目時

議員がご指摘のとおり、あってはならない事案が

発生していたということで、私この事案の報告を

受けた際に、これは決してあってはならないこと

だし、ただちにその当事者の立場になった目線で

対応するようにと指示を出したところでありま

す。その意味からして、ご本人、そしてまたご家

族、関係者に深くおわびを申し上げたいと、この

ように思うところであります。今後こういうふう

なことのないように、しっかりとした対応をとる

べく職員をしかりもし、また督励もしているとい

うことでございます。本当にこの部分につきまし

ては、深くおわびを申し上げ、二度とこのような

事案が発生しないような体制づくりもしていくよ

うにということで命じているところであります。

詳細につきましては、担当部より説明いたしま

す。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 和解及び損害賠償の

詳細と福祉行政の運営について、市長答弁に補足

説明させていただきます。

まず、本件につきましての経緯から順次申し上

げます。当人の申し立ての概要として、身体障害

者手帳を受け取った平成６年から何度となく市の

窓口に出向き、特別障害者手当の申請について相

談を行ってきましたが、２カ所以上の障害がなけ

れば対象にならないからと手続をしてもらえなか

ったものであります。平成18年３月に最後と思っ

て申請を相談したところ、対象になるということ

で、平成18年４月から特別障害者手当の受給が開

始されたものであります。このため、平成６年に

申請が適切に受理されていれば、その時点から受

給できていたはずであるというものでございま

す。

、 、このことから 申し立てについて調査した結果
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平成６年当時に作成された医師の診断書のコピー

が存在し、現在まで障害の程度に変更はなく、特

別障害者手当受給要件を満たすことは間違いない

ものであります。この診断書が身体障害者手帳の

交付申請に使用されたものであると思われます。

申請者が申請に訪れた証明ができないとしても、

身体障害者手帳の交付が行われており、この時点

もしくは身体障害者手帳交付申請の過程において

特別障害者手当に該当することに気づき、手当申

請のアドバイスを行うべき責任はあったと思われ

るものです。市として手当申請についての説明責

任があること、また申請者が裁判を望まないこと

から、弁護士とも相談し、係争前の和解によるこ

とが最善と判断し、和解金による解決を行うこと

としたものであります。

以上であります。

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（目時睦男） それで、内容についてはわか

りました。いずれにいたしましても、先ほど私が

言いましたように、あってはならない事案なわけ

であります。そういう中で大事なのは、これから

の行政の中に今回のこういうふうな事態を二度と

招かないと、このことがより大事だろうというふ

うに思うわけであります。

そこでお聞きをしたいのは、具体的な他の部分

を含めて、市民のそういう申請にかかわる部分、

相談にかかわる部分等々含めて、具体的な再発防

止策を検討していると思いますので、お示しを願

いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） これらの事案につきまして

のこれからの対応につきましては、担当部より答

弁いたしますけれども、こういうふうな事案、相

談に来たときに、その立場になって職員、窓口が

対応する、そういうふうな姿勢をやはり常に持た

なければいけない。つまり私がよくお話をさせて

いただいておりますけれども、市民目線というふ

、 。 、うなこと これがやはり大切であったと これは

平成６年からの事案でございましたけれども、今

後こういうふうな事案が起こらないように、やは

り相談した際には市民目線、窓口でも相談を受け

ているそれぞれの担当の者でも、市民目線を常に

忘れず、そしてわかりやすい説明をしっかりして

いかなければいけない。そしてまた、その相談を

受けた際も、１人ではなく複数の担当の者たちが

よく検討をすると、そういう姿勢を持たなければ

いけないというふうなことは、この事案が発生し

てから私は職員に常に話をさせていただいている

ところであります。

、 。対応につきましては 担当から説明いたします

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 今回のようなケース

が二度と起きないように、現在はすべての申請を

受け付け、複数の職員により検討、確認をしたう

えで、その結果を通知するというシステムを確立

し、再発防止に努めておりますので、ご理解賜り

たいと存じます。

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（目時睦男） 最後になりますが、実はこの

事案について私も家族の中で経験をしてきている

一人であります。亡くなった妻が障害者になりま

して、その療養等々の中で経験したのは、私もそ

れに現実に遭遇するまでは、こういう部分につい

ては無知でありました。周りが、それぞれの関係

機関に相談室というところがありまして、そこの

中で出前で相談、何でも相談してくれと、こうい

うふうなことでいろんなお世話になったわけで勉

強になりました。そういう経験等も含めて私は、

、 、行政の中で 先ほどの市長答弁にありましたから

そういう点について意を体して頑張っていただけ

るものと、このようには理解をするわけでありま

すが、２つの点について要望しながら今後の検討
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をしていただきたいと思います。

１つは、今市長なり部長からもお話がありまし

たが、他の市民と直接対応する部署も含めて、そ

の具体的なマニュアルを私はつくっておく、そし

てそれによって職員が対応する、そしてまたマニ

ュアルどおりやっているのかどうかを組織の中で

チェックをする、こういう点でマニュアル化を検

討していくということをひとつお願いしたいと思

います。もう一つには、市のホームページ、市長

は以前にホームページをリニューアルしたと。確

かにリニューアルされております。他の行政機関

のところ等々を見ると、例えば行政サービスとい

うところにアクセスをすると、そこの中でいろん

な申請の部分とかについて、サービスとしていろ

いろホームページの中に掲載をしている部分があ

ります。そういう面では、このホームページの内

容についても市民はわかりやすい、そしてまた検

索しやすい、こういうふうなことについてもあわ

せて検討をしていただきたいと思います。そうい

う点について要望しながら、見解があれば最後お

聞きをしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 窓口でのマニュアル化の部

分、これはそれぞれの担当でしっかりと取り組ん

でいるはずでございます。そういうところでのチ

ェックをしていくというふうなことは、受け付け

の際では、その流れになっていると、私はこうい

うふうに認識をしておりますし、この事案につき

ましては、窓口で相談を受けなかった、もう１回

目で完全にだめというふうな対応の仕方、やはり

ここは自分の家族であったらどうなのか。ちょっ

と私この事案が発生したときには、しかったわけ

でございます。自分の家族だったら、その立場に

なって考えてみろと、こういうふうな事案をどう

いうふうに処理していくのかという私は問いかけ

をいたしました。それで、ことしの３月にこの事

、 、案が判明したわけでございまして その後の対応

かなり相手方の気持ちもございます。うちのほう

としても公金で、非常に残念な形で支出をするわ

けでございますので、法的にどうなのかというふ

うなことでさまざま検討を加え、相手方と協議を

して今の時期になったわけでございますけれど

も、そういうふうな部分で、やはり市民目線とい

うふうなことは常に持ち得べき姿勢であるという

ことをこれからも職員を督励していきたいと、こ

のように思います。

また、ホームページの内容につきましては、リ

ニューアルをいたしました。その場面で、まずト

ップページの中で「ライフイベント 、そのとこ」

、 、ろをクリックしていきますと 例えば出産の場面

赤ちゃんのマークが出ています。そこをクリック

、 、していきますと 出産についてのさまざまな制度

そしてまた相談窓口、またごみの部分、ごみのと

ころをクリックしていきますと、そういうふうな

形でかなり改善をしてきていると思います。これ

も今後、目時議員もホームページも、ブログもお

持ちでございますので、そういうふうな部分でも

っともっとよくいい場面、こういうふうな形でご

、 。提案をいただければ 検討させていただきたいと

しかしながら、ホームページは非常に利用度が

高くて、県内でも有数のホームページでございま

して、私もちょっと自信を持っておりますけれど

も、その部分でまだ市民の皆様方にとって利用し

づらいところがあるならば、これは改善をしてい

かなければいけない。しかしながら、ライフステ

ージごとにトップページでは、そこに入り込める

ような体制をとっているということでご理解をい

ただきたいと、このように思います。

〇議長（村中徹也） これで目時睦男議員の質疑を

終わります。

次に、21番中村正志議員。

〇21番（中村正志） 目時議員と重複しますので、
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本事案の経過あるいは再発防止につきましては割

愛をさせていただきたいと思います。

このような事例も含めまして、福祉関係におき

ましては支給要件に合致するとか、合致しないと

かというふうな場面が大変多いかと思うのです。

今回このような事例が判明して、その他の福祉関

係のこのような支給要件に見合う、見合わない、

いろいろあるとは思うのですが、それらについて

見直し作業を行ったのかどうか、その辺について

お聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） その他の事例につい

て見直し作業を行ったかということでございます

けれども、先に述べましたように、再発防止のた

めのシステムによって事務を進めていることか

ら、今回のようなケースはないものと思っており

ますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（村中徹也） 21番。

〇21番（中村正志） ないものと思ってということ

でありますが、でもやはり私はこのようなことが

起きたのを踏まえまして、そういうふうな作業も

必要かと思います。再発防止も含めて、その点も

今後検討をしていただきたいという程度に述べて

おきたいと思います。

〇議長（村中徹也） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

次に、６番横垣成年議員。

〇６番（横垣成年） 私も目時議員とダブるのであ

りますが、経過をお聞きいたしまして、２カ所以

上の障害がなければ対象にならないということで

却下されたということであります。ここの経過に

ついて、もうちょっと詳しくお聞きしたいのです

が、今回の場合１人で対応されてこういうふうに

なったのかどうか。それと、当時のそれこそ申請

を受け付けるその職員の教育の中に、２つ以上の

障害がないとだめだというふうなことで何か徹底

されていたものかどうか。この２カ所以上の障害

がなければというのは、その職員が１人で判断し

たわけではないと思うのです。やはりその職場で

それなりの指示をだれかから受けて、そういうふ

うに伝えたのではないかなというふうに思います

ので、そこのところの判断基準は職場できちっと

２カ所以上の障害がなければだめだというので意

思統一されていたという事実があったのかどうか

というのを詳しく知りたいなというふうに思いま

す。

そして、先ほど中村議員は、今後こういうこと

がないようにいろんな見直しをするべきだという

観点で聞きましたが、私の場合は、例えばこの平

成６年当時、２つ以上の障害がなければだめだよ

ということで申請を受け付けなかったという事実

があったわけですから、当然同じような方がいて

却下された方もいたというふうに考えても不思議

ではないなというふうに思いますから、それこそ

当時の追跡をして、過去の却下した申請書をもう

一回見直しをして、その中にこういう形で不適切

な対応がなかったのかどうか、そこら辺の見直し

をぜひしてもらいたいと思うのですが、そこのと

ころの考え方があるかどうか。

以上、よろしくお願いします。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 特別障害者手当につ

いてご説明いたします。

特別障害者手当は、障害程度認定基準により判

断されることになりますが、基本的には認定基準

となる項目が２個以上該当することがその条件と

なります。例えば両眼視力の和が0.04以下、両耳

の聴力が100デシベル以上、両上肢の全指欠損、

両下肢足関節以上欠損等７種類の障害の組み合わ

せや、さらに別項目の障害があった場合にも該当

することになります。

さらには、さきに述べました認定基準の程度に
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加え、本人に残されている腕力、脚力等の機能、

能力について点数化したものを考慮して最終的な

判断とする場合もあります。

このたびの錯誤については、２個以上の障害が

なければ該当しないと認定基準だけにこだわった

ことから、ほかの認定基準を見落としたものとし

か考えられないものであります。ただし、これに

ついても受け付けした担当者、または上司と相談

しているかとは思います。その辺の確認は、ちょ

っととれないところでございます。

それで、平成６年当時から見ていて同じような

方がいるのではないかということでございますけ

れども、今回の場合はたまたま判定に使用したコ

ピーが残っていたということが一番の条件でござ

いましたので、その平成６年当時から同じような

ことが起こっているのではないかということは、

ちょっと今判断つきかねるところでございます。

それから、あと先ほども何回か申し上げており

ましたけれども、今回のようなケースが起きない

ように、複数の職員でもってまた確認しながら通

知するということでもってシステムを開発してい

きたいと思いますので、ご理解賜りたいと存じま

す。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） 経過の中では、当然上司に相

談したけれども、やはり却下されたというふうな

形であるということは、それなりに集団的に検討

したけれども、採用されなかったということにな

りますので、やっぱり今後の防止策として、その

当時の認定基準でしたか、２つ以上の障害がなけ

ればだめだというのだけが先行した対応に、また

集団討議もそこに落ちついてしまったというとこ

ろを考えるならば、そこのところの対応が、今後

コンピューター化されるから、なくなるというふ

うなことになるのかどうか。やはり職員教育とい

うか、そこら辺も不足していた面があったのでは

ないかなというふうに思いますので、そこのとこ

ろ、結局上司に相談しても却下されたということ

になれば、職員教育がやはり十分でなかったのか

なというふうにも思いますので、そこのところを

どのようにお考えかということです。

それと、当時申請したのでも同じようなケース

がなかったかということに関しては、十分調査し

ていないというふうな答弁でありますので、今後

調査してもらいたいと思うのですが、そこの考え

をお聞きしたいと思います。ぜひはっきり調査し

て、もうなかったよというふうな答弁をもらいた

いと思うのです。もしこれ以外にもあったとした

ら、本当に今市長が言ったように、市民の目線で

対応というレベルが全然違ってきますので、もう

一度全部今まで却下された申請書を見直ししても

らいたいと思うのですが、お考えをお聞きいたし

ます。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず１点目の職員教育の部

分、先ほど来お話をしている、その目線を忘れな

いようにということは常に話をしていきますし、

また職員も私もくどいほど話をしておりますの

、 、 。で 理解が深まっていると このように思います

さらに、すべての申請を今受け付けて、該当す

る、該当しないの判断前に、まず申請を受け付け

なさいというふうなことで、申請を受け付けて複

数の職員の検討の中でその結果を通知していくと

いうシステムにも切りかえたということでござい

ますので、ご理解をいただければなと。

あってはならない事案だということで今後しっ

かりとした対応をとっていきたいと、このように

思います。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。２番澤藤一雄議員。
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〇２番（澤藤一雄） 随分議論されましたので、今

般の事案のことについては申し上げませんけれど

も、実はけさ８時半に私のところに電話がありま

して 「役所に行ってきたけれども、よくわから、

ないから、身体障害者に該当するかしないか」と

いう電話がありました。がん患者です。そして、

部位は申しませんけれども 「切除したのか」と、

言ったら、切除できない状態だと、行ってきたの

だけれどもわからなかったと、役所に相談したけ

れどもわからなかったと。こういう場合、長期入

院をされた方で、当然収入も絶えているわけで、

非常にこういう事案というのは複合的な要素を含

んでいるわけです。単に身体障害者の該当、非該

当の話だけではなくて、生活保護も該当しないの

かというような、そういう複合的な要素を持って

役所に相談に来るわけです。私これまでも随分こ

ういう関連の質疑をさせていただきまして、その

都度答弁をいただいています。だけれども、また

今のような事案が出て、そしてまたけさこういう

電話をいただいて、今もいろいろ答弁がございま

した。だけれども、これは人事配置の、特に分庁

舎部分ではもっと核になるきちんとした判断ので

きる、あるいはそのチームで相談できる、そうい

う体制を、特に分庁舎の場合にはすぐ結論を出し

て返事をしてしまうのではなくて、もっとその人

が抱えているその問題点を掘り下げていって、あ

あしなければ、こうすればというようなアドバイ

ス、民生委員も含めて、そういう複合的ないろん

な問題抱えた方がいっぱいいますので、相談に行

ったときに該当になりませんというような返し方

だけでなくて、もっと適切な対応ができるような

体制をぜひつくっていただきたいとお願いを申し

ておきます。

何か市長あれば、答弁。

〇議長（村中徹也） 私は質疑ありませんかと聞き

ました。質疑ですか、要望ですか。

（ 要望です」の声あり）「

〇議長（村中徹也） これで澤藤一雄議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。３番新谷泰造議員。

〇３番（新谷泰造） 認定の手続について、いま一

つわからないのでお聞きいたしますけれども、最

初のときには、２カ所の部分という形で平成６年

のときには却下して、そのときと同じ診断書によ

って、平成18年に認めた理由がちょっとはっきり

わからないので、そこを説明お願いいたします。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） ２カ所の判断基準と

いうことがありましたけれども、その中で見落と

していたのが日常生活動作というところがあるの

ですけれども、その点数化するところを見落とし

ていたものと思われます。ですから、当初７カ所

、 、の障害があるのですけれども その７カ所の複数

重複というだけしか頭が回っていかなかったのか

なと。それで、１カ所の障害があって、さらに日

常生活動作というのの点数をつけたものでもって

重複ということで該当になるということになりま

すので、その辺が見落とされたのではないかと考

えられます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ３番。

〇３番（新谷泰造） そうすると、１カ所の評価で

もダブルカウントされるということなのですか、

今の認定の仕方というのは。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 先ほどお話ししまし

た７カ所の障害というのがあるのですけれども、

そのうちの１カ所と、もしくは先ほど言いました

日常生活動作の点数が超えている場合について

は、それで２カ所と判断するということでござい

ます。ですから、先ほど話ししました７つの障害

が重複する場合もありますし、その７つの障害と
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日常生活動作が重複する場合もあるということで

ございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ３番。

〇３番（新谷泰造） そうすれば、今回の場合は、

その最後のほうの日常生活動作の件の認定を怠っ

たということでよろしいのですか。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 今考えられるところ

は、そこでございます。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで新谷泰造議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第62号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第62号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

ここで昼食のため午後１時20分まで暫時休憩い

たします。

午後 零時１５分 休憩

午後 １時２０分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◇議案第６３号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第12 議案第63号

下北地域広域行政事務組合規約の変更についてを

議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。21番中村正志議員。

〇21番（中村正志） 議案第63号につきまして質疑

をさせていただきます。

下北地域広域行政事務組合の所管でありますの

で、わかる範囲、あるいは相談されている範囲で

構いませんので、答弁をお願いいたします。

まず、今回このしもきた療育園を民間移譲する

ことになったこれまでの経過といいましょうか、

経緯についてご説明を願いたいと思います。

また、現時点で移譲先がわかっているのであれ

ば、それもお願いしたいと思います。

加えまして、結構たくさんの職員の方がこの施

設には勤められておりますが、この職員の処遇、

また建物のほう、相当老朽化していると思います

ので、それの整備計画についてもあわせてお聞き

をしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） しもきた療育園のお尋ねで

ございますので、市としてのかかわりの部分の中

でお話をさせていただきたい、このように思いま

す。

しもきた療育園は、昭和55年に知的障害者更生

施設として開設をされたところであります。もう

、 、既に30年経過し 施設の老朽化に伴いまして改修

改築計画、検討してきたところでありますが、構

成市町村の非常に財政難、むつ市もそうでござい

ますけれども、構成市町村の財政事情が非常に厳

しくて、さらに行財政改革検討委員会でも組織、

機構の見直しを含めて検討してきた経緯がござい

ます。さらに、平成18年４月に施行されました障

害者自立支援法によりまして、平成23年度、新体

系への移行、これが本格的実施までにハード面、

ソフト面でも早急な対策が必要ということになり

ました。こういうふうな状況の中で、はまゆり学

園も直営しているわけでございますけれども、し

もきた療育園、そしてまたはまゆり学園、これに

つきまして、運営の検討を重ねてきたところであ

ります。はまゆり学園のほうは、県立むつ養護学

校が向かいにありますので、その部分で児童施設
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としてそれなりの役割を果たしておりますし、ま

た隣接しているというふうな利便性、そういうふ

うなものもございます。

一方、しもきた療育園、この部分におきまして

は、現在満床状態であると、非常に利用者が多く

あるというふうなことで、しもきた療育園は民間

に移譲し、そしてまたはまゆり学園はまず利用者

が半分程度ということで、この部分はなかなか民

間に移譲しても、さまざまな部分で障害が出てく

る可能性があるというふうなことで、しもきた療

育園のほうを民間に移譲しようと。これは、下北

地域広域行政事務組合の長期計画、さまざまな計

画の中で、また議会のほうでも答弁をさせていた

だいた経緯があるところであります。そういう意

味で、しもきた療育園の経年劣化ということ、そ

れから利用者の安全性を高めるということをまず

先に喫緊の課題として取り組みまして、その結果

さまざまな方面から検討した結果、しもきた療育

園を民間移譲することによって、各構成市町村の

負担が軽減されるというふうな結論に至ったとこ

ろであります。

そういうふうな経緯を経まして、しもきた療育

園を民間移譲にするという条例の改正、規約の変

更ということで上程をさせていただいたところで

あります。

移譲先につきましては、下北地域広域行政事務

組合のほうでの選定委員、各市町村の担当課長等

、 、々も入りまして そしてまた利用者等の代表の方

ご父兄の方々、さまざまな形で幅広い選定委員会

を設定いたしまして、選定に向けていきたいと、

このように思っているところであります。

12月には、何とか年内に移譲先を決定していた

だいて、そして来年の４月１日から民間によりま

すしもきた療育園の運営というふうにしていきた

いと、このような考えでおるところであります。

また、職員の処遇につきましては、その部分は

下北地域広域行政事務組合のほうの管轄になりま

すので、答弁は差し控えさせていただきたいので

すけれども、なるべくその部分においては配慮を

した配置がなされるものであるというふうな認識

を持っておるところであります。

また、この施設の整備、今前段でお話ししまし

たように、消防のスプリンクラーだとか、それか

ら消火栓等々で利用者の安全の面から非常に心配

な部分がありますので、そういうふうな部分、そ

れから電気部分も、利用者がまだ施設の中に入っ

ていただいている中での改修工事ということにな

りますので、その部分は十分配慮した形で工事を

安全の中で、そしてまた利用者に迷惑のかからな

いようにすべく命じているところでありますの

で、ご理解を賜りたいと、このように思います。

〇議長（村中徹也） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第63号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第63号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務常任委員会に付託いたします。

◇議案第６４号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第13 議案第64号

市道路線の廃止についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第64号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第64号は、
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お手元に配布しております議案付託表のとおり、

建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第６５号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第14 議案第65号

市道路線の認定についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第65号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第65号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第６６号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第15 議案第66号

人権擁護委員の候補者に推薦する者につき意見を

求めることについてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第66号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第66号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第66号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は適任と認め、原案のとおり可決すること

にご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第66号は原案のとおり可決されました。

◇議案第６７号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第16 議案第67号

平成21年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、２番澤藤

一雄議員。

〇２番（澤藤一雄） 何点か質疑をさせていただき

ます。

まず11ページ、３款６目の15節工事請負費

1,223万円でございますが、これ市立保育所の遊

具の設置事業ですけれども、この遊具の設置の施

設の箇所と台数、これは新設なのか更新なのか、

まずお尋ねをいたします。

次は13ページ、２目の畜産振興費の下北地域土

壌条件不利地域畜産的活用整備事業についての内

容をご説明お願いします。

それから14ページ、３目の観光費、薬研観光案

内板整備事業の内容についてお知らせいただきた

いと思います。

それから、同じく６目の産業振興費の地域企業

連携強化事業費、この内容についてお知らせいた

だきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 遊具の設置場所と数

はということでございますけれども、設置場所に

つきましては、新町保育所、横迎町保育所及び緑

町保育所で各１基ずつの設置となります。

また、新規か取りかえかということでございま

すけれども、各保育所とも取りかえでございます
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が、新町保育所につきましては、５基の遊具を撤

去いたしまして、それから横迎町保育所並びに緑

町保育所につきましては、各１基を撤去し、新た

なものを１基ずつ設置するということでございま

す。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） お尋ねの２点目の下北地

域土壌条件不利地域畜産的活用整備事業について

ご説明申し上げます。

下北地域は、その他土壌条件不利地域に該当し

て、飼料作物の増産には条件が厳しいことから、

国の委託を受けてむつ地区の現状を調査し、飼料

生産や飼料作物の品種、地形状況に応じた整備手

法の検討を行い、畜産の発展方向と調和のとれた

整備構想を策定し、事業の推進により畜産の活性

化を図るため調査を行うものであります。

調査内容としては、むつ地区の草地にかかわる

畜産農家66戸を対象に、土地利用の状況、経営状

況、飼料自給率の状況等のアンケートによる農家

意向調査及びむつ地区において過去10年間に雨水

が起因となった災害発生状況の日時、原因、災害

規模、復旧方法等の災害発生状況調査を行うこと

としております。

次に、地域企業連携強化事業の取り組みについ

てでございます。地域企業連携強化事業の取り組

みについてでありますが、市では「産業振興の芽

出しを促し、雇用の前進を確実に」をテーマに掲

げ、下北・むつ市経済産業会議を立ち上げ、その

成果を昨年の11月に取りまとめております。その

取り組み方針、方策を基本に電力事業会社と地元

企業との連携を市がバックアップする体制を組織

化し、資機材の受発注を初め、地元企業でできる

範囲の拡大に関係団体と共同して取り組み、むつ

下北地域でのエネルギー関連事業者との情報共

有、技術向上、人材育成の組織化を図るため協議

会を立ち上げ、対応することしております。

また、現在エネルギー産業との地域連携に関す

るアンケート調査を実施し、エネルギー産業参入

への方向性を見出すための取り組みのほか、本市

の地域の特性や優位性にマッチする対象企業を絞

ったトップセールスによる企業訪問等に取り組む

ための事業内容となっております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 大畑庁舎所長。

〇大畑庁舎所長（栁谷正尚） お尋ねの３点目、観

光費にかかわるお尋ねにお答え申し上げます。

本補正案に計上されました薬研観光案内板整備

事業費は、昭和63年度に設置いたしました案内板

５基のうち、色あせ、支柱の腐食、一部内容変更

の生じている湯坂下と小目名地区に設置しており

ます２基の看板を取りかえるものでございます。

この事業は、青森県創意と工夫が光る元気なあお

もりづくり事業費補助金、２分の１補助になりま

すが、を活用するものです。

以上です。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（澤藤一雄） まず、保育所の遊具の件でご

ざいますけれども、旧むつ市内３カ所の保育所と

いうことでございます。新設のところもあれば、

５基を取り壊して１基を設置する、そして１基を

取り壊して１基をつけるというような、この中身

は、かつてついていた遊具を取りかえるというよ

うな、同じようなものにかえるのか、全く違うも

のになるのか。そして、このほかにもいろいろ施

設があろうかと思うのですけれども、どうやって

この３施設にしたのか。遊具の安全性とか老朽化

の度合いとか、そうしたものを勘案して、安全性

に問題がある部分を取り壊して設置するのかとい

う点について、再度お尋ねをいたしたいと思いま

す。

それから、畜産の関係でございますけれども、
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現在の畜産農家の66戸を対象にした調査をするの

だと、そして農地の有効活用といいますか、そう

したことを目指していろいろな計画を立てていく

というようなことでございました。対象が畜産農

家だけというようなことで、この畜産農家の育成

といいますか、もっと下北地域の特性といいます

か、休耕田等に随分牧草を植えた経緯があるので

すけれども、そうしたものは対象にしていかない

のか、そして畜産農家66戸の範囲の中で支援して

いくというふうな方向なのか、もっと拡大して畜

産の多様化、多角化というようなものも考えてい

るのか、この辺についてご答弁をお願いします。

それから、地域企業連携強化事業費についてで

ございますが、これは市長の肝いりの非常に将来

を見据えたといいますか、そういう産業の芽出し

を目指していくというふうな部分では評価に値す

るなと、このように思っていますので、これはま

すます力を入れてやっていただきたいなと、こう

思うところでございます。

以上、お尋ねをいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 畜産のほうの部分だけ答弁

をさせていただきますけれども、これはこのむつ

地区の、むつ市の畜産の方向性、発展の方向性、

これをまず探らなければいけない。そして、その

調和をとるための整備構想、これらもこれから考

えていかなければいけないだろうと。そのための

バックデータ、これがやはり必要でございます。

そのための補正予算でございます。調査も当然、

畜産をどうすれば活性化することができるのか、

青森県内、カロリーベースで118％の食の自給率

があるわけなのですけれども、畜産の部分が非常

にまだ、たしか20％を切るかそのくらいだと思う

のです。また、むつ市もやはりそういうふうな部

分がありますので、畜産にしっかり目を向けた形

の中で活性化していかなければいけないだろう

と。それのバックデータをとるための調査でござ

、 。いますので ご理解をいただければなと思います

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） どのような施設をつ

けるかということでございますけれども、撤去す

る分で新町保育所の場合、５基の撤去ということ

でございまして、その５基に相当する複合型の遊

具ということで１基を設置します。それから、横

迎町保育所につきましては、今あるボール型とい

いますか、球形のジャングルジム、それを撤去い

たしまして、標準型のジャングルジムを１基設置

いたします。それから、緑町保育所につきまして

は、同じく球形のジャングルジムがあるのですけ

れども、それを撤去いたしまして、恐竜型のジャ

ングルジムといいますか、ステゴザウルスのよう

な形をしたジャングルジムを１基設置するという

ことでございます。

それから、遊具の点検等を実施いたしまして、

腐食とかさまざま毎年やっているのですけれど

も、それにあわせまして、あと設置スペースを勘

案して、今回は３基を設置するということにいた

しております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 畜産にかかわる調査事業

について補足説明させていただきます。

この事業は先ほど市長が述べられましたとお

り、むつ市の中の、まず第１番目にむつ地区のそ

の方向を探るということの事業でございまして、

これは国が計画を、構想を策定するということに

なってございます。むつ市に委託されましたほか

に青森県のほうにも別な項目で委託がなされてお

りまして、その中では議員ご指摘の転作田の活用

でありますとか、全県的な方向の中でのむつ市と

いうとらえ方で報告がまとまるものと考えてござ

います。
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以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで澤藤一雄議員の質疑を

終わります。

次に、４番目時睦男議員。

〇４番（目時睦男） 何点かお尋ねさせていただき

たいと思います。

まず最初は、歳出の第２款第１項14目から15目

にかけての大畑、川内・脇野沢の公共施設一般廃

棄物収集運搬委託料についてお伺いをしたいと思

います。この補正予算については、分庁舎とか公

民館、学校、診療所等の公共施設、市の施設から

出る一般廃棄物の収集運搬を委託料として計上し

ていると、こういう理解をしているわけでありま

すが、実は一般廃棄物全体の部分については、合

併以前にそれぞれの旧市町村の実態が異なる状況

から、合併時点で、合併協議の中でるる議論され

た事案であるという理解をしているわけでありま

す。そういう中で、最終的に合併協定書で、これ

にかかわる部分については、以下の文言で整理を

されているということで、紹介しますと、収集体

制及び収集方式並びに収集頻度などについては廃

棄物減量等推進審議会に諮り、合併後３年以内を

めどに調整する、このようになっているという理

解をしているわけでありますが、したがってこれ

にかかわる部分での審議会での議論経過と、審議

会というのは、先ほど言いました廃棄物減量等推

進審議会での議論経過をお知らせ願いたい。

それと、この時期というのは年度中途にこのよ

うな形で補正予算を盛らざるを得なかった理由、

これについてお聞きをいたします。

２つ目は、今回の補正によって当初予算のじん

芥処理費を盛っているわけでありますが、この公

共施設等から出る一般廃棄物についても、当初の

じん芥処理費の予算の中に組み込まれているとい

う理解をしております。したがって、今回離すよ

うな形での予算措置であります。ということによ

って、当初のじん芥処理費が、私が理解するのは

減額となると思うのでありますが、幾ら減額にな

るのか、この辺について、検討経過等についてお

聞きをしたいと思います。

、 。２つ目は 歳出第６款の第４項２目であります

先ほどの議案第52号の条例制定とも関連する予算

でありますが、この予算については関根浜漁協、

大畑町漁協の沿岸漁業振興基金の積立金でありま

す。この部分については、報道によりますと、市

は匿名にしているようでありますが、これは使用

済み核燃料中間貯蔵施設をめぐって本市と東通村

の６漁協に対して漁業振興の協力資金という名目

で東京電力と日本原子力発電が東通村と合わせて

16億8,000万円の寄附を匿名で申し出ておるとい

う理解をしているわけであります。その内訳とし

て、計上しておりますように、関根浜漁協に２億

円、大畑町漁協に２億5,000万円の積立金という

ようなことであります。報道によりますと、大畑

については、この使途について2010年、来年から

漁船の上架施設、漁網洗浄施設という報道がされ

ているわけでありますが、お伺いしたいのは、市

のほうから匿名を希望したのかどうか、そして使

途については具体的に先ほど言った報道があるわ

けでありますが、市としての使途の内容について

お聞きをしたいと思います。

３点目は、歳出第10款５項３目であります。こ

れは、大畑学校給食センターのボイラーを改修す

るという予算でありますが、実はボイラーだけで

はなくて、この給食センターの本体も含めて施設

全体が老朽化をしていると、こういうふうなこと

から、合併時に改築を引き継ぎされている事案で

あります。そしてまた、本市の今年度末までの扱

いになっておりますが、過疎法によって、過疎計

画にも給食センターの改築が計画されておったわ

けであります。そこで、今回はそういう中におき

ながら、ボイラーは使用にたえないということか
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ら、抜き出しをしてボイラーだけを改修するのか

なと、このようなことで理解をしているわけであ

りますが、お伺いしたいのは、改修後のこのボイ

ラー、多額の経費を投入するわけで、本体の学校

給食センターの建物を改築をする際には、このボ

イラーは移設をするというふうな計画なのかどう

か、この辺についてお聞きをしたいと思います。

以上です。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 漁業振興のために4.5億円

のご寄附、それは市から匿名を希望したのかとい

うふうなお尋ねでございましたけれども、市から

は匿名を希望したわけではございません。あくま

でもご寄附をされるほうから匿名をお願いしたい

というふうなことでございますので、その部分で

ご理解を賜りたいと思います。

〇議長（村中徹也） 川内庁舎所長。

〇川内庁舎所長（河野健二） 一般廃棄物収集運搬

業務委託料についてお答えをいたします。

川内、脇野沢地区及び大畑地区の公共施設一般

廃棄物収集運搬委託料につきましては、同様の趣

旨でございますので、一括してお答えをいたしま

す。

川内、脇野沢、大畑地区の庁舎、学校、公民館

等の公共施設の一般廃棄物は、これまで家庭から

排出される一般廃棄物として分離して収集運搬す

ることとしたものであります。廃棄物の処理及び

清掃に関する法律により、事業系のごみは事業者

自らが処理することとなっており、旧むつ市地区

では既に実施済みでございますが、旧３町村は未

実施であったため、民間業者に改善を促す側とし

て公共施設の収集運搬について、できるだけ速や

かに改正すべきとの考えから、来年度からの実施

を予定しておりましたが、これを繰り上げて、年

度途中でございますが、10月から実施することと

いたしました。

川内、脇野沢地区を１地区として計上いたしま

したのは、アックス・グリーンまでの運搬経路が

重複することから、一つの作業工程として計上い

たしました。それから、大畑地区はもう一つの作

業工程になります。

それから、脇野沢と２地区を合わせた収集する

公共施設は17カ所、大畑地区は12カ所となってお

ります。

それから、先ほど病院等も含むようなお話をさ

れましたが、病院は下北医療センターの所管であ

りますので、含みません。

それから、消防も下北地域広域行政事務組合の

所管でありますので、含まないということでござ

います。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 目時議員のお尋ねの中に

合併協議会の中で廃棄物減量等推進審議会で、ど

のような経過、会議の過程があったのかという部

分と、それから公共施設のごみの部分について、

一般収集していますごみの委託料が減額になるか

という２点のお尋ねがあったと思いますけれど

も、その部分についてお答えいたします。

まず１点目の合併協議会の中での協議でござい

ますが、厳密に今提案されています２款の部分と

は若干性質は異にすると思いますけれども、関連

があると思いますので、お尋ねにお答えいたしま

す。

この審議会においては、５回ほど審議を重ねて

おりまして、その内容としては 「１つの市にお、

いて４つの体制があることは住民サービスの面か

らも公平性を欠くものである」ということでござ

います 「住民の目線に立ち、市民の目線に立っ。

て、むつ市全地区の統一に向けたごみ出しのルー

ルや収集体制について質疑を重ねた」と 「統一。

に向けた大きな課題としては、資源ごみについて
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はむつ地区で集団回収、ほかの３地区ではステー

ション収集等と異なっていること。また、粗大ご

みについては、４地区でサイズや料金等が異なっ

ていることなどを挙げます」と 「これらについ。

て、各地区の意見や要望をもとに、統一された体

制へ向けて公平性を重視して質疑いたしました」

という答申をいただいております。

その次のじん芥処理費の減額でございますけれ

、 、ども 今回の事案について関係課と協議を重ねて

その内容を把握いたしました。その内容に基づい

て、現在その委託料について精査を行っていると

いう段階でございます。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 漁業振興基金積立金の使

途についてご説明申し上げます。

本補正予算でご審議をいただいております大畑

地区、関根浜地区の各漁業振興基金に積み立てら

れる金額で計画しております事業内容につきまし

、 、 、ては 大畑地区では漁船上架施設 漁網洗浄施設

サケマス増殖施設の整備を計画しており、関根浜

地区では製氷施設整備、荷捌施設改修、昆布倉庫

改修、冷却殺菌装置及び蓄養水槽整備について計

画しております。

また、この計画しております事業につきまして

は、漁協の意向、要望に沿った形で実施したいと

考えておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 学校給食費についてお答

えいたします。

まず、大畑学校給食センターに設置してある蒸

気式ボイラー２基ですけれども、このうち１基が

故障し、修理が不可能というふうなことで今回改

修、取りかえるという予算を計上させていただき

ました。先ほど議員からご指摘のとおり、学校給

食センターについては建て替えしてほしいという

要望が出されておりまして、それについては教育

委員会でも十分承知しております。せんだっても

議会で答弁させていただきましたけれども、現在

学校の耐震化というふうなこと、そしてまた学校

の校舎の改築という形で教育予算のほうはかなり

厳しい状況になってございまして、それを待って

からの一応計画というふうなことになってこよう

かと思います。

その際に、このボイラー、設置したボイラーを

使用できるのかというふうなことにつきまして

は、まだその建設計画自体ができ上がっておりま

せんので、使えるかどうかということは、今後検

討させていただくことになりますけれども、使え

るのであれば、引き続き使用していく方向で検討

したいというふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（目時睦男） 順序を追って再質疑いたしま

す。

まずごみ処理の関係であります。私は、どうも

理解できない。先ほど部長等から、川内庁舎所長

の説明等も含めて、ごみ処理の関係について、廃

棄物減量等推進審議会、この議論をした中で、言

ってみれば年度の中途から実施をすると。先ほど

の説明で当初は、今年度のスタートの時点では、

来年度から実施をする予定であったと。それが今

年度の中途からという、私はここを理解できない

のです。私が聞いているのは、理由を聞きたいと

いうことで先ほど言っていますから、的確に再度

お聞きをしたいと思います。

それに、先ほどの答弁漏れであります、議長。

当初のじん芥処理費、幾ら減額になるのですかと

いう私の問いについては答弁していませんから、

再度答弁をお願いしたいと思います。

そこで、私は一つのやり方として、行政の効率

的な運営をしていくに当たって、このスタイルを



- 57 -

見ますと、家庭ごみ、家庭の一般廃棄物について

はどこかの業者が収集をする、公共施設について

は、また別な業者が収集に回る、こういうスタイ

ルですね、言ってみると。そこで、財政処理上に

ついてはわかります。事業者の責任においてとい

うことで公共的な施設については市が財政負担を

してやっていく、これは当然なことで否定はして

いません。ただ、効率的にやるという部分につい

ては、家庭廃棄物も含めて、公共施設も一緒に収

集をして、経費案分できないのか。これは、会計

法、会計処理上の問題もあろうかと思いますが、

私は可能ではないのかなという見方をしています

から、そういう点について再度お聞きをしたいと

思います。

２点目の漁業振興基金積立金、先ほど経済部長

の答弁、わかりました。それぞれ先ほども言って

いますように、漁業の振興、そういう面で施設の

整備という部分については、私は意を注いでいく

必要があると思っていますし、この基金、積み立

てた基金について、ぜひとも来年度以降早々に施

設が整備できるようにお願いをしておきたいと思

います。

３点目、学校給食センター、ボイラーの関係で

あります。私は、先ほど教育部長の説明について

は実態はわかりました。要は、もうボイラー使え

なければ、給食ができないわけですから、そうい

、 。うことについては 事情やむを得ないと思います

ただ、これまで本体の部分、機械器具全体がもう

老朽化して、施設だけではなくて、大分もう経過

して耐用年数が過ぎているというような状況の施

設でありますから、そういうのが反映して、今回

のボイラーも、もう使えない状況だと、もう寿命

だと思うのです。そういう面については承知をし

ながらも、今回これまでの課題である本体の学校

給食センターの施設全体、この部分についても、

これは言って見れば有利な過疎債を利用できる計

画でありながらも、私は自主財源の不足があるか

ら、対応できないから、給食センターは改築でき

ないで来ていると、これが現実だろうという理解

をしています。そういう中で事情やむを得なくボ

イラーだけをやるということについては、これは

しようがないと思うのですが しかし多額の900万、

円近くの金を投入してボイラーを改築するわけで

ありますから、近い将来私は、学校給食センター

の改築はどうしてもやらざるを得ないという考え

方からすると、受ける業者の、施工する業者の方

々の協力も得ながら、この大事なボイラーについ

ては、その時点では移設をできるような仕組みの

中に鋭意検討していただければと思うのでありま

す。

、 、それと そういう中で問題惹起されているのは

給食センター全体の施設を改築するという方向に

、 。ついて 再度その決意をお聞きしたいと思います

以上です。

〇議長（村中徹也） 川内庁舎所長。

〇川内庁舎所長（河野健二） まず、年度途中から

なぜ急に実施かということでございますが、事業

系のごみの収集につきましては、以前から事業者

の規模等の問題もありまして、旧むつ市を除く旧

３町村では、はっきりとした方向性を示せずにお

りました。一部の民間事業所を除いて事業系のご

みも家庭系のごみとともに収集運搬しておりまし

た。

今年度、全地区の家庭ごみについて入札制とな

りまして、他地区の業者と入れかわって収集する

ようになった地区もありまして、特に事業系ごみ

の収集運搬に係る取り扱いの違いが課題となりま

して、全市同一の取り扱いとするよう改善を急ぐ

べきとの考えに立ったものでございます。

旧３町村地区とも平成21年度は事業者に、民間

事業者のことですが、民間事業者に事情等を説明

して周知を図り、平成22年度からの実施を予定し
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ておりましたが、民間事業者に改善を促す側とし

て、公共施設のごみの収集運搬についてもできる

だけ速やかに改善すべきとの考えから、繰り上げ

て本年10月から実施することとしたものでござい

ます。

先ほどの一緒に収集してはどうかというような

話がございましたが、事業系として分離して収集

することが必要なわけでございまして、ご理解を

願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 先ほどのお尋ねの中で答

弁漏れがあったということですけれども、要は一

般廃棄物の収集運搬の部分、その部分について減

額になるのかというお尋ねだと思います。この契

約額の変更における積算の主なものは、人件費、

車両の運行費があります。でありますので、それ

が集積箇所、コースも関連することで、現在その

部分を精査中ということでございますので、ご理

解願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 学校給食費のお尋ねにお

答えいたします。

学校給食自体は、子供の安心、安全な給食の提

。 、供ということが最大の目的でございます それで

確かに建物自体は老朽化してございますけれど

も、中の備品、例えばガスの回転がま４基、これ

も古くなって、すべて取りかえております。です

から、備品類については順次給食の提供に影響な

いように改修させていただいておりますので、そ

れでもっていましばらくお待ちいただいて、本体

の部分の改修計画もお待ちいただければというふ

うに思います。

〇議長（村中徹也） ４番。

〇４番（目時睦男） 最後、このごみの関係に絞っ

て、私の要望も含めて。というのは、この関係に

ついては、私一般質問も通告していますから、そ

の中でも議論させていただきます。ただ、これま

での２度の答弁の中でどうしても私行政運営の中

で理解できないのは、来年から予定しておったの

は、随時統一化を図っていくということについて

は、他の関係も含めてまだ課題があるのです。例

えばむつ地区は集団回収をしています。大畑地区

は７つかな、８つかな、完全に資源ごみと分別収

集をしています。こういう点等についても、まだ

市全体の取り扱いが統一化されていないという現

実もあるわけです。これら等々も含めて、この３

年以内の中で調整等々いろいろ課題がある。その

中の一つが今回の公共施設の収集という部分もあ

ったと私なりには理解をしているのです。そうい

う中で、どうしても理解できないのは、来年４月

から予定しておったのがことし10月からというこ

とで、急遽前倒しをしてやるというこのことにつ

いては、行政を運営していく中での理解がちょっ

と私は納得いかないのです。これは、先ほど言い

ましたように、一般質問の中でも議論させていた

だきますので、部長のところで答弁があればお話

を聞きたいと思いますが、そういう点について申

し上げておきます。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） まず１点目のごみの収集

体制を統一できないのではないかという部分でご

、 、ざいますけれども 方法論は幾らでもありますが

実質的には集団回収、それからステーション、ご

み小屋での回収という２方式でございます。その

部分においては統一したと。または資源ごみ、不

燃ごみ、それから可燃ごみ及び有害ごみとか瓶、

缶とかとありますけれども、その部分についても

既に収集回数とかを全地区、また曜日とかも統一

してございますので、この辺はご理解願いたいと

思います。

２点目のなぜ行政運営として途中でやるのかと

いう部分でございますが、先ほども説明申しまし
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たけれども、これを始めたところ、中に公共施設

のごみ及び民間事業者のごみもございました、回

収する中に。これは、お尋ねの中でご理解したと

思いますけれども、そうしますと、今までこのご

み行政の中でやってきた部分が崩れる部分があっ

たと。というのは、既にむつ地区においては公共

施設のごみは別途収集を行っていると、これも答

弁申し上げた部分でございます。

今回なぜそのような形で早急的な形をとったか

と申しますと、一般廃棄物の収集の方法について

は、一般廃棄物処理計画、これ告示してございま

す。これをやっております。その中で事業系のご

みは事業者の自己搬入または委託を受けた許可業

。 、者による処分とするところであると このことは

公共施設も含んでいます。また、当然民間の事業

者も含んでいるということがございました。この

市の廃棄物収集計画に適合していることがわかっ

。 、 、たこと わかりますと これは当然のごとくして

何らかの対策を打たなくてはいけなかったという

部分でございます。それを漫然と平成23年度まで

延ばすと、なかなかその部分については議論がた

くさんありました。ありましたけれども、やはり

今の部分において、せっかく平成22年４月から、

先ほど前段申し上げましたけれども、統一するわ

けでございますので、それはやはりそれにのっと

って早目にそこのところを直すべきだという結論

に至ったことが今回のご提案の理由でございま

す。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） これで目時睦男議員の質疑を

終わります。

次に、21番中村正志議員。

〇21番（中村正志） それでは、補正予算につきま

して何点か質疑をさせていただきます。重複する

部分もありますが、ちょっと変えながら聞きたい

と思います。

まず総務管理費、今議論になりました公共施設

一般廃棄物収集運搬委託料についてでございます

が、これが年度の途中からこういうふうになった

。 、ということは今の説明でわかりました しからば

この離した分、例えば春の年度始めの入札の時点

では、それを含めたルートでの入札がされていた

と思うのですが、その部分を外した部分の経費を

今精査しているというふうな理解でいいのかどう

か。これに関連いたしまして、じん芥処理費で委

託料がちょうど同じ額だけ400万円減額をされて

おります。これは、今回の公共施設の一般廃棄物

収集運搬委託料の分に与えられる分なのかどう

か、あわせてそこをお聞きしたいと思います。

次に、障害福祉費につきまして、これは先ほど

議案第62号でも議論がありましたが、この財政の

苦しい中、賠償金に一般財源が与えられるという

この事実についてどう思うか、ここをお聞きした

いと思います。

次に生活保護総務費、今回この中で住宅手当緊

急特別措置事業費、住宅喪失離職者対策でござい

ますが、むつ市でありますと、なかなかこういう

ケースが多分ないのではないかと思いますが、む

つ市といたしましては、この対象者は何人くらい

を見込んでいるのか。

続きまして、産業振興費でございます。先ほど

澤藤議員の質疑の中でもございました。今回この

３事業につきましては、すべてが一般財源という

ことで、非常にむつ市としての意気込みを感じて

いるところでございます。この今回の３事業、先

ほど１つの事業についてご説明を伺いましたが、

残りの２つの事業についても、その内容について

の説明をお願いしたいと思います。

また、加えまして、今回エネルギー関連企業に

参入するということでございまして、これに対し

て民間といいましょうか、エネルギー関連企業の

方々のこの事業に対するサポートみたいなものは
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あるのかどうか、また市としてそれを求めていく

のかどうか、その辺についてもお聞きしたいと思

います。

。 。最後です 第一川内小学校建設費でございます

今回いろいろな理由から事業着手が延びて、なお

かつ事業費がふえたということでございますが、

耐震強化対策にいたしましても、小中一貫校とし

て整備することにいたしましても、これらは今回

の事業を計画する前からわかっていたことだと思

うのですが、それらをせずに今回このような形で

途中での計画変更になりました。この点について

はどう考えているのでしょうか。

また、財政がどうしても厳しい状態の中で、当

初からある程度想定できることを途中でやったこ

とによって事業費がふえております。その点につ

いてもどのように考えているのか、あわせてお聞

きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず、中村議員の産業振興

費の部分について、総体的な答弁をさせていただ

きたいと思います。

この補正予算、これによりまして、私どもとし

てやはりさまざまな企業に、私を初め、また議員

さん方もトップセールスをしていただくことにな

りますし、その意識を持たなければいけない。そ

の場面で、ならばむつ市がどういうふうな取り組

み方をしているのかと、こういうふうに私たちは

積極的に地元の企業を一つの提案する場所に集ま

っていただいて、そしてさまざまなことを検討し

ているのだと、こういうふうな今仕組みをつくっ

ているのだと、そういうふうなことをやはりお示

しをすることがまた大きなエネルギーにつながっ

てくるわけでございます。決して手をこまねいて

見ているわけではございませんよと、我々も積極

的に皆様方の事業に参入もしていきたいし、でき

ることは何なのか、また相手方がしてほしいとい

うふうなことは何なのかと、そういう組織をまず

つくることによって、我々が熱意を持ってエネル

ギー産業に参入するという意欲を示す、そういう

ふうな場面にもつながってくるだろうと、そうい

う意味が総体的な意味の中で持ち得るものだと、

私はそういうふうに思っておりますので、今回の

補正を対応させていただきたいと、こういうこと

でご審議をお願いしているところであります。

具体的には、それぞれの担当部長からお答えい

たします。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 中村議員の２款及び４款

関連の部分において、ごみの一般廃棄物収集運搬

委託が影響を受けるということについて、精査と

いう話をしていますが、その減額の部分でござい

、 、 、ますけれども この収集方式においては 人件費

車両費が大きく影響してございますので、今回の

このごみ集積箇所数の減少、この部分答弁申し上

げております川内、脇野沢地区では17カ所、それ

から大畑地区では11カ所の減少が見込まれると。

また、民間事業者も含まれていますので、その分

も見込まれますけれども、現在集積箇所数につい

ては大畑は240カ所余りありますし、川内、脇野

沢については290カ所以上ございますので、その

部分の影響を勘案して今精査をしているという段

階でございます。

〇議長（村中徹也） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） 予算書の12ページ、じ

ん芥処理費のごみ収集運搬事業費の委託料の減額

に関連してご説明させていただきます。

予算の性質的な観点から見た場合には、各公共

施設から排出される廃棄物の処理に要する経費も

廃棄物の処理に要する経費ということになります

が、予算書は議会費、総務費、民生費といったよ

。 、うに目的別で調製されております 今回の措置は

じん芥処理費に一般廃棄物収集運搬業務委託料に
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執行残がありますことから、同様の性質という点

で一般財源を有効に活用するため、その見合い分

を減額したものであります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 中村議員の財政の苦

しい中、賠償金に一般財源が充てられることにつ

いてにお答えいたします。

このたびの特別障害者手当未支給に係る損害賠

、 、償につきましては 平成６年からという長い年月

当事者の方に大変ご迷惑をおかけしたものでござ

います。また、生活に密接な収入となるべく手当

の不支給ということから、これ以上当事者の方に

負担がかからないこと、できるだけ早期に賠償を

行うことを基本として対応させていただいたもの

でございます。

賠償につきましては、特別障害者手当を平成６

年まで遡及して支給できないか、また何年かさか

のぼっての支給が無理なのかどうか等々さまざま

協議しましたけれども、結論として、一般財源に

よる損害賠償という道しか残されていなかったも

のであります。せっかく財政が好転の兆しを見せ

たところでございますけれども、水を差すような

事態となりましたことが、さきにも述べましたよ

うに、これまでの生活費の賠償であり、市民の不

利益にならないような迅速な措置をとりたいとい

うことでありますので、ご理解賜りたいと存じま

す。

次に、住宅手当緊急特別措置事業費についてで

ございますけれども、住宅手当緊急特別措置事業

は、厳しい失業情勢が続いている中、住宅を喪失

した離職者の増加がさらに懸念されることから、

セーフティーネット支援対策等事業の中の一事業

として位置づけ、平成21年10月から実施されるも

のであります。むつ市としては、何人を見込んで

いるかとのお尋ねでありますが、補正予算では１

人を見込んでおります。これは、今までの事例を

見ますと、職を失い、住むところも失った方は生

活保護の申請に至るケースが多く、生活保護と住

宅手当は併給できないため、住宅手当緊急特別措

置事業に該当する方はほとんどないと思われるた

めでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 産業振興費にかかわるお

尋ねにお答えいたします。澤藤議員に対する答弁

と重なる部分もございますが、ご了承をお願いい

たします。

市では 「産業振興の芽出しを促し、雇用の前、

進を確実に」をテーマに掲げ、下北・むつ市経済

産業会議を立ち上げ、その成果を昨年の11月に取

りまとめております。この取り組み方針、方策を

着実に推進していくことから、本年度産業政策課

を立ち上げ、本市の産業振興及び雇用機会の拡大

を図るため、地域企業連携強化事業及び地域品質

向上人材育成事業並びに情報産業インターネット

活用検討事業について強力に事業展開をしている

ところであります。

事業の内容につきましては、まず地域企業連携

強化事業でありますが、現在エネルギー産業との

地域連携に関するアンケート調査を実施し、エネ

ルギー産業参入への方向性を見出すための取り組

みのほか、本市の地域の特異性や優位性にマッチ

する対象企業を絞ったトップセールスによる企業

訪問等に取り組むための事業内容となっておりま

す。

、 、次に 地域品質向上人材育成事業でありますが

地域の人材育成として、資格取得支援、品質保証

のための関係機関と情報交換会を含め、地元企業

を支援する事業内容となっております。

次に、情報産業インターネット活用検討事業で

ありますが、むつ下北地域は魅力的な資源の宝庫
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でありますが、その情報がなかなか内外に伝わら

ない状況となっております。このことは、情報基

盤が脆弱なこともありますが、情報を発信できる

人材の育成ができていないことも課題の一つであ

ることから、ＩＴに係る実践的なスキルを習得で

きるような仕組みを構築するとともに、地域にお

けるＩＴに精通した人材を育成蓄積し、新たな産

業や雇用の創出を目指すための事業内容となって

おります。

お尋ねの２点目のエネルギー関連産業のサポー

トでございますが、さきにお答えいたしました３

事業へのエネルギー関連企業のサポートはござい

ませんが、引き続き事業者に対して地域振興に寄

与する地元企業の受注機会の拡大及び地元雇用の

促進、関連企業、研究機関の立地、電源三法交付

金等本市の産業基盤の確立に向けた取り組みへの

連携についてトップセールスを展開してまいりた

いと考えております。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 第一川内小学校の建設費

についてお答えいたします。

まず、予算が大幅に増になった、その要因につ

いてご説明いたします。耐震強化対策というふう

なことで、当初予算の積算時には既設の川内中学

校の基礎くい、それから支持地盤等を参考にして

予算を積算してございました。しかし、その後の

ボーリング調査をした結果、現在の耐震構造指針

には適合しないということが判明いたしました。

したがいまして、現在の支持地盤から６メートル

を下げたということで大幅な予算の増となってお

ります。これまでは17メーターの支持地盤だった

のが23メートルになったということでございま

す。

もう一つは、設計を進めている中で既設の中学

校の改修箇所が増になったことと、むつ市内で初

めての併設型の小中一貫校の建設というふうなこ

とで、学校側の意見も十二分に取り入れたいと。

といますのは、先生方が働きやすい学校を建設し

たいという思いがありました。そのため、先生方

の学校側の意向、要望を盛り込んだことによりま

して、多目的ホールのあり方とか広さ、それから

ハイサイドライト等の設置等、こういうのがござ

いまして、事業費が増となってございます。予算

編成時にもう少し精査すればよかったのかなとい

う思いはありますけれども、そのような理由で何

とかご理解を賜れればというふうに思います。

〇議長（村中徹也） 21番。

〇21番（中村正志） ありがとうございます。何点

か再質疑させていただきます。

、 、まず 公共施設の廃棄物の収集でございますが

恐らくルートからその分が外されると、多分今の

契約より若干の減額の契約になるかと思うのであ

りますが、業者さん方は、多分ぎりぎの状態でや

っておると思いますので、ぜひともその点には十

分配慮した形での取り組みをお願いしたいと思い

ます。それについて、何か答えることがありまし

たらお願いします。

生活総務費の住宅手当緊急特別措置事業費であ

りますが、むつ市では多分そういう例はないだろ

うと、もしあったとしても扶助費のほうで対応す

るということでございますので、そちらのほうは

それでお願いをしたいと思います。

じん芥処理費の減額の400万円についてでござ

いますが、特に今回の公共施設の収集の増額分と

は直接は関係ないというふうに考えてもよろしい

のですね。わかりました。

産業振興費につきまして、先ほどの答弁であり

ますと、エネルギー関連企業のサポートは今の段

階ではないということでございますが、やはりこ

れからは各企業が取り組むに当たっては、関連企

業に入っていくための資格の習得だとか、あるい

は新しい情報の提供だとか、そういうふうなこと
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が必要になってくると思います。多分これが仕掛

けの第一弾だと思いますので、第二弾、第三弾で

そういうふうな取り組みをぜひしていただきたい

というふうに思います。

また、今回のこの仕掛けで、先ほど市長ちらっ

と話をしておりましたが、参入拡大に向けて手ご

たえというのを現時点ではどれぐらい持っている

のか、それをお聞きしたいと思います。

、 、第一川内小学校につきましては 設計の段階で

もっとというふうなお答えでございましたが、今

後いろいろなところがあると思いますので、今回

みたいに途中でふえることなく、最初の段階でも

っと精査したうえでぜひとも進めていただきたい

と思います。

ただ、今回のことによりまして着工がおくれる

わけです。完成がおくれるわけです。恐らく地域

の方々は、ちょっと落胆しているのではないかと

思いますので、そこら辺のフォローといいましょ

うか、配慮を今後とも続けていただきたいと思い

ます。

以上、何点かのお尋ねをさせていただきます。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 参入の手ごたえはいかがと

いうふうなお尋ねでございますけれども、その手

ごたえを求めるための今補正予算で、さまざまな

こちらの熱意を、その熱くなっているところ、こ

ういうふうな体制をつくったのですよということ

をアピールをする、そういうふうなまず第二弾目

になったのではないかなと。まず下北・むつ市経

済産業会議が第一弾目でございました。そして、

さまざまな関連の事業者、またさまざま各界各層

からお集まりをいただいて、あのような形の提言

ができたわけでございます。それに向かって第二

弾として私たちがこういうふうな形で取り組んで

いる、その熱意をこれから各企業、また各団体に

お示しをさせていただいて、その手ごたえを、し

っかりしたものをつかんでいくべく努力をしてい

きたいと、このように思います。

１つには、分析センター、このセンターもそう

いう意味では、やはり下北・むつ市経済産業会議

でのご議論の中で芽生えていって、現実のものに

なってきたというふうなことでございます。１つ

ずつ着実に手ごたえを求めて施策を展開していき

たいと、このように思いますので、その点でご協

力とご理解を、また議会のほうからもさまざまな

部分でご協力をいただきたいと、このように思い

ます。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 市長から企業側の手ごた

えについてお話をいたしましたが、市では電力事

業会社と地域の企業の連携については、バックア

ップする体制を組織化し、資機材の受発注を初め

地元企業でできる範囲の拡大に関係団体と協働し

て連携促進に取り組むこととしております。

そのバックデータとして、先般エネルギー産業

との地域連携に関するアンケート調査を実施して

おります。この中で、本アンケートの重要なポイ

ントでもありますエネルギー関連産業への参画に

関心があるかという問いに対しまして、61.6％の

企業が関心ありとしており、希望としては、かな

り高いものがあると再認識しているところであり

ますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（村中徹也） 教育部長。

〇教育部長（佐藤節雄） 着工が２カ月ぐらいおく

れるというふうなことで、地元の方には非常にご

迷惑をかけて申しわけないと思っておりますけれ

ども、平成23年の２月までには何とか２カ月のず

れは生じますけれども、完成をさせたいと。その

ような形で地域の方に説明をさせていただきたい

と、このように思います。

〇議長（村中徹也） これで中村正志議員の質疑を

終わります。
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次に、６番横垣成年議員。

〇６番（横垣成年） ２点ほどお尋ねさせていただ

きます。

まず、何人か議員も質疑をしているのですが、

11ページの廃棄物収集運搬委託料についてです。

大体中身はわかりました。それで、ちょっと気に

なるところが、これは平成20年度の決算書を見ま

すと、むつ地区公共施設一般廃棄物収集運搬業務

委託料、これが旧むつ市の委託料だというふうに

思いますが、これが198万4,500円で、これと比べ

ますと 川内のほうが231万円 大畑のほうが169万、 、

円ということで、旧むつ市よりもかなりエリアは

小さいにしては、金額的にちょっと高いのかなと

いうふうに思いますので、そこのところをちょっ

とご説明してもらえればなと思います。

それと13ページですが 川内漁協のほうに142万、

2,000円の補助を出す、荷捌場には241万7,000円

の補助金を出すということで、これは何か全体の

事業の２分の１で補助を出すようでありますが、

私としてはこの２分の１の根拠というのをお聞き

したいと。できれば３分の２とか４分の３の補助

はできないものかなと。というのは、東京電力な

どから関根浜漁協とか大畑町漁協のほうにいろい

ろ寄附がありまして、向こうのほうはそれなりに

事業ができるかなというふうに思う反面、脇野沢

漁協とか川内漁協には何もないわけで、それこそ

自分の努力で一生懸命やっていかなくてはいけな

いという、これはやっぱり格差ではないかなと思

いますので、そこら辺の格差を埋めるような形で

市の配慮、これは必要かなというふうに思います

ので、ここのところの格差を解消する努力をする

べきではないかなというふうに思いますので、そ

このお考えをお聞きしたいなと思います。

〇議長（村中徹也） 川内庁舎所長。

〇川内庁舎所長（河野健二） ごみのほうの関係に

ついてお答えを申し上げます。

金額が高いのではないかというご指摘でござい

ますが、ごみはもう量的には多くないわけです。

距離でございまして、脇野沢から川内を経由して

アックス・グリーンまで、大畑も薬研、その他遠

いところがございます。この距離で金額が膨らん

でいると、こういう内容でございます。あと運転

手と作業員２名、この人件費も同じなのですが、

距離だとご理解願えればと思います。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 経済部長。

〇経済部長（櫛引恒久） 農林水産業費の補助金に

ついてお答え申し上げます。

まず、各種事業について助成を行う場合、補助

金として交付するものと交付金として交付するも

のがございます。補助金は、事業等の公益性及び

運営基盤や地場産業の振興が図られ、補助金によ

る効果が市政の発展に寄与することが見込まれる

ことを基本とし、補助金の算定に当たっては、事

業の目的、市の財政状況、国・県の制度などを勘

案し、補助率が定められております。合併後の市

単独の補助事業の基本的な考え方としては、事業

主体に責任と主体性並びに自主自立を促す観点か

ら、事業主体にも負担をしていただくことで事業

を行っております。

一方、交付金は一定の行政上の必要から交付さ

、 、れるもので このたびの寄附金にかかわる事業は

関根浜沿岸漁業振興及び大畑町沿岸漁業振興のた

めにという寄附の申出者の趣意を尊重して地区を

特定しており、交付金的性格を持ったものと考え

ており、事業に要する経費が助成額となります。

水産業の振興は、市の重要な施策の一つである

と考えており、このためそれぞれの地区の事情を

考慮し、各地区の漁家経営の安定や組合運営の安

定、水産資源の増大、漁港等の生産基盤の整備に

ついては、格差が生じないよう均衡ある振興を基

本に取り組む考えでありますので、ご理解を賜り
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たいと存じます。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） ２点目のほう、補助金という

形ではそのように説明があったのですが、ですか

らやはり市長のお考えを聞きたいです。川内、脇

野沢は自分でいろいろ努力しながら工面しなくて

はいけないし、またそのように努力している。片

や寄附をもらって、いろいろ事業が簡単にできて

いると。こういう格差を市長としてはどのように

考えておりますか。そこをやはり埋める努力を市

長としてはするべきでないですか。市長のお考え

をお聞きしたい。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 何の格差なのか、ちょっと

私は理解できないのですけれども、つまりご寄附

をいただいた、その部分で大畑地区、そして関根

地区の漁協、本来はむつ市もかなり負担をしなけ

ればいけない事業が、この部分でむつ市からの持

ち出しの部分がご寄附によって事業が進められる

わけでございます。そうしますと、水産の部分に

おいて事業を進めていかなければいけないという

ふうな内海の部分、外海の部分、その外海の部分

がある程度ご寄附されることによって、当然その

部分に余裕が出てくるわけでございます。その部

分できっちりと陸奥湾内の漁協に対しての対応が

できるということで格差が埋まっていくものだ

と。ですから、ご寄附をいただいたことによって

格差は解消されていくものであるというふうなご

理解をしていただければなと。おわかりでしょう

か。

〇議長（村中徹也） ６番。

〇６番（横垣成年） 市長のそういう考えはわかり

ましたけれども、今回のこの補正予算にその考え

方の具体化が見えなかったものですから、ちょっ

とお尋ねさせてもらったのです。ですから、市長

が言ったように、本来市が負担するべきものが寄

附によって一定部分余裕が出てきた。その部分で

もって、今後２分の１を３分の１とか４分の３と

か、そういう形でもっと厚い配慮を今後希望して

私の質疑を終わります。

〇議長（村中徹也） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。17番半田義秋議員。

〇17番（半田義秋） 12ページの衛生費、自殺対策

緊急強化事業費とあります。これは、どだい衛生

費に入るのはおかしいので、民生費に入るのでは

ないかなと思うのだけれども、そんなのはどうで

もいい。

これは、県から補助金をもらいましたね、32万

円、本当にスズメの涙。これに対して青森県は全

国でも名高い自殺県です。それで、県ではある程

度の、これはてこ入れのつもりで32万円のスズメ

の涙かと思うのだけれども、どのような対策をし

てくれと、そしてむつ市ではどのような事業をや

るのか、ちょっとそれを詳細にお答え願いたいと

思います。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） 県から示されました

その事業の内容でございますけれども、５つの事

業がございました。その中で年度中途からの事業

でございますので、今後できる事業を選択いたし

ました。それで、普及啓発事業ということで、自

殺の防止のための講師を招いて講演会をすると、

生き生き健康づくり講演会ということで、ことし

は開催したいと思っております。その経費といた

しまして、県から補助金をいただいたものでござ

います。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 17番。

〇17番（半田義秋） 今講演会の費用で32万円と。

市長、この自殺問題は一市町村でできる問題でな
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。 、 。いのです これは 国・県の大きな問題ですよね

今格差社会で自殺者がかなりふえています。だか

ら、こんなのをやって自殺者が減るとは私は思っ

ていません。やはり国・県で抜本的に対策をしな

ければいけないと思っているのです。

自民党の小泉構造改革から格差社会が生まれ

て、貧富の差が出て、自殺者にもいろいろ理由が

。 、 、 、あるでしょう いじめ問題 健康問題 金銭問題

それから家庭内の問題と、いろんな理由があるの

で、１回の講演、これ何回講演やるかわからない

けれども、このむつ市は範囲が広いのです。だか

ら、それには何か広報とか、そんなのをやったっ

て無駄だと思うのだけれども、やらないよりはい

いと思う。県が主体になってやらなければ、一市

町村でできる問題ではないのです。その点、市長

どのように思っていますか。三十何万円のあれで

自殺者が減ると思っていますか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） そういうふうな不幸な方を

少なくするための形の中でのＰＲをしていくとい

うことで、私ども市としても取り組んでいくと。

そして、その取り組みの様子は、さまざまな媒体

を通してＰＲをしていくと、こういうふうな形で

進めていきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 17番。

〇17番（半田義秋） 市長、わかりました。こうい

うことで責任を市町村のほうに任されても困る。

これやはり市長も、県知事もみんな覚えていると

は思うのだけれども、やはり青森県は自殺者が多

いという県ですので、県のほうでは何かしら対策

を立てなければだめだというので三十何万円のス

ズメの涙のほどをよこしたと思うのだけれども、

これでは全然解決になるとは思っていませんか

ら、恐らく来年度からもこういう対策に対しての

金銭要求、補助金の要求を私はしたほうがいいと

思います。市長、その辺どうですか、そう思いま

せんか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） できるだけ有効なことで不

幸な方が減っていくという事実をしっかりとつく

り上げることで、要するにこういうふうな費用を

かけるわけでございますので、その効果を上げる

べく自治体としては力を尽くしていかなければい

けないし、その効果が出ることをお伝えすること

によって、県、国の中でもまた一層さまざまな部

分での手当てがなされていくものと、このように

期待をしております。

〇議長（村中徹也） これで半田義秋議員の質疑を

終わります。

。 。ほかに質疑ありませんか 14番佐々木隆徳議員

〇14番（佐々木隆徳） 半田議員と同じ内容で、た

またま会派が同じということで継続して伺いま

す。

事業内容は伺いましたので、お金をかけるとい

うこと、今後の対策もありますけれども、むつ市

で発生した、これまでそういった事例が、人数等

がありましたら、つかんでいる範囲で結構です。

差しさわりなかったらということです。自殺者の

内容といいますか、そういったものを具体的に、

ここで述べられる範囲で結構です。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） なかなか公の場では人数が

何人とかというふうなことをお知らせできないの

ではないかなと、こういうふうに思います。私自

身はそう思っておりますけれども、データは持っ

ているそうですので、その部分で、なるべく本当

は控えたいなというふうな思いでございます。と

にかく概数だけでお知らせをさせていただきたい

と、こう思います。

できるだけそういうふうな不幸な方々が出ない

よう、さまざまな部分でＰＲもしていかなければ

いけませんし、また経済の底支え、そしてまた福
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祉の部分、そういうふうな部分で行政として不幸

な方の生まれないような形で進めていくというと

ころでご理解をいただきたいと思います。

概数につきましては、担当からお答えします。

〇議長（村中徹也） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（鴨澤信幸） ちょっと資料が古い

のでございますけれども、平成17年度から平成

19年度までの数字をお知らせいたします。

平成17年度 26人 平成18年度 21人 平成19年、 、 、 、

度18人。あと、平成20年度は、ちょっとまだつか

、 。んでおりませんので ご了承願いたいと思います

それから、１月から７月までの自殺の関係でご

ざいますけれども、７月末現在でもって、本県の

状況しかわかりませんけれども、一応昨年同期と

同数の330人という数字が発表されております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 14番。

〇14番（佐々木隆徳） 人数がわからなければとい

いますか、対応の手だてがない、金のかけ方がな

いということで、ある程度の思っていた人数であ

。 、ります 今後減少するような手だてなりなんなり

市で検討しなければならないものと思いますの

で、その点は今後増加しないような形で、またそ

れに金かけなければならないような形で市として

も対応すべきものと思いますが、その点市長、も

う一回ご答弁お願いします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） さまざまなご事情があって

旅立たれたわけでございますので、市として、行

政として何ができるのかという、そういうふうな

ところはしっかりと対応をとって、不幸な形にな

らないように全力を挙げていく所存でございま

す。ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） これで佐々木隆徳議員の質疑

を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第67号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第67号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第67号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第67号は原案のとおり可決されました。

ここで午後３時まで暫時休憩いたします。

午後 ２時５０分 休憩

午後 ３時００分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎会議時間の延長

〇議長（村中徹也） 本日の会議時間は、議事の都

合により、あらかじめこれを延長いたします。

◇議案第６８号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第17 議案第68号

平成21年度むつ市後期高齢者医療特別会計補正予

算を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。
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ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第68号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第68号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇議案第６９号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第18 議案第69号

平成21年度むつ市介護保険特別会計補正予算を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で議案第69号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第69号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

教育民生常任委員会に付託いたします。

◇議案第７０号～議案第８０号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第19 議案第70号

平成20年度むつ市一般会計歳入歳出決算から日程

第29 議案第80号 平成20年度むつ市水道事業会

計決算までの11件を一括議題といたします。

質疑に入る前に、議案第70号から議案第80号ま

での平成20年度むつ市各会計決算に対する監査委

員の意見を求めます。代表監査委員。

（小川照久代表監査委員登壇）

〇代表監査委員（小川照久） 平成20年度むつ市一

般会計等歳入歳出決算及び基金の運用状況につい

て、審査の結果を報告いたします。

今回審査に付されたむつ市一般会計、むつ市国

民健康保険特別会計、むつ市老人保健特別会計、

むつ市後期高齢者医療特別会計、むつ市下水道事

業特別会計、むつ市公共用地取得事業特別会計、

むつ市介護保険特別会計、むつ市魚市場事業特別

会計、むつ市簡易水道事業特別会計及びむつ市用

地造成事業会計に係る歳入歳出決算書、附属書類

並びに各基金の運用状況を示す書類の計数は、い

ずれも関係証拠書類と符合しており、正確であり

ました。

また、予算の執行は法令に準拠して、適正かつ

効率的に執行されており、財産の管理等について

も適正であると認めました。

しかし、一般会計、国民健康保険特別会計、老

人保健特別会計、簡易水道事業特別会計及び用地

造成事業会計の５会計が赤字決算となっており、

特に一般会計、国民健康保険特別会計及び用地造

成事業会計の３会計は、まことに厳しい状況であ

ると言わざるを得ません。

また、各会計とも多額の収入未済額があり、そ

の徴収事務のあり方及び制度のさらなる啓蒙啓発

の推進など、解決すべき課題は大きいものと判断

いたしております。

次に、平成20年度むつ市水道事業会計決算につ

いて、審査の結果を報告いたします。今回審査に

付されましたむつ市水道事業会計決算書を初め財

務諸表、その他の附属書類は、いずれも関係する

証拠書類と符合しており、正確でありました。

また、予算の執行は地方公営企業法ほか関係法

、 、令に準拠して 適正かつ効率的に執行されており

経営成績及び財務状態についても適正であると認

めました。

審査意見の詳細につきましては、お手元に配布

の平成20年度むつ市一般会計、特別会計歳入歳出

決算及び基金運用状況審査意見書及び平成20年度

むつ市水道事業会計決算審査意見書のとおりであ

りますので、ご審議の参考にしていただきたくお

願いを申し上げまして、決算審査の報告といたし
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ます。

〇議長（村中徹也） これで監査委員の意見を終わ

ります。

これより質疑に入ります。ただいま議題となっ

ております議案11件のうち議案第70号及び議案第

79号に対して質疑の通告がありますので、発言を

許可します。

まず 議案第70号について質疑を行います 21番、 。

中村正志議員。

〇21番（中村正志） 平成20年度むつ市一般会計歳

入歳出決算について質疑をさせていただきます。

総括質疑でありますので、なるべく細かくならな

いようにしたいとは思います。

まず、各会計の決算は、以前でありますと12月

定例会での審議でありましたが、今回といいます

か、ことしから９月定例会で審議できることにな

った要因について、まずお伺いをしたいと思いま

す。

また、この平成20年度の決算を見ますと、赤字

解消計画のとおり計画は達成されております。そ

の努力は十分に認めたいと思います。ただ、この

達成も、中身を見てみれば幾つかの幸運が重なっ

て達成できたというふうなことが言えると思いま

す。このある程度予測できないような幸運が重な

、 、った部分と もちろん市として大変努力した部分

両方あると思いますが、今回この計画を達成でき

たことに対しまして、市長は率直に今どのように

感じているかお伺いをしたいと思います。

ただ、そう申しましても、歳入に関しましては

今後とも非常に不透明な部分が多かろうと思いま

す。そういった中で赤字解消計画の中で述べられ

ていますとおりにこれまで以上の行政改革と事務

事業の見直し、そして経費の削減が必要であると

いうことをうたっております。私ここの部分にこ

だわるわけではありませんが、そうした中にあっ

ても普通建設事業費が大幅に伸びていると。きち

んとした裏づけがあって伸びているのであれば何

も問題はないのでありますが、この赤字解消計画

の中の前提条件の中にもありますとおり、普通建

設事業費は各年度の事業規模が過大にならないよ

うに一部事業の先送りというふうなことをうたっ

ております。そうしたならば、先送りした事業と

いうのは何なのか、そのあたりお答えを願いたい

と思います。

次に、財政健全化の指標の数字についてお聞き

をしたいと思うのでありますが、それぞれの数字

を見ますと、おおむね改善されているというふう

な報告でございます。そんな中で連結赤字比率に

ついて考えたとき、今後一般会計の赤字を予定ど

おりに解消できたとしたならば、あとは用地造成

事業会計が大きな課題になるとは思うのでありま

すが、監査の意見の中にもこの会計の存廃も含め

た抜本的な見直しというふうなのを求めておりま

す。現時点でのそのあたりの考え方についてお聞

きをしたいと思います。

また、実質公債費比率は20.2％で、現在は公債

費負担適正化計画の策定を前提とした一般的許可

団体ということになっておりますが、この許可団

体と、またそうでない団体との違いというのはど

ういうふうなものがあるのか。また、この適正化

計画は毎年作成するものなのかどうか、あわせて

以上お聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 総括的な部分につきまして

お答えをさせていただきたいと思います。

平成20年度の決算、今定例会でご提示をさせて

いただいて、これからまたご審議をいただき、ま

た決算審査特別委員会のほうでもご審議をいただ

くということになっておりますけれども、その内

容について、まず幸運が重なったのではないのか

なというふうなご意見が感想を持たれたご発言で

ございました。なるほどこの平成20年度赤字解消



- 70 -

計画、達成はできて、また少し改善、予定よりも

。 、改善されたわけでございます この部分において

暖冬少雪というふうな部分で非常に幸運な部分が

あったということは、これは否定はできません。

私も雪の季節になりますと、本当に毎朝毎晩気に

なって、カーテンを開けて、雪が降らなければい

いなと、この２冬を過ごしました。そのかいとい

うふうなことでは決してありませんけれども、や

はりその部分において暖冬少雪で非常に財政的に

は除雪費が軽減されたということは否定はいたし

ません。しかしながら、それ以上に職員数の削減

だとか、管理職手当の削減、前納報奨金制度の廃

止、政府資金の高利息のものから低利のものへの

借りかえ、それから第一川内保育所等の廃止だと

か、指定管理者制度の導入、遊休資産の売却、そ

れから執行残の凍結というふうなことで、さまざ

ま内部的な努力が非常に大きかったということの

ご評価をいただきたいなと、いただければなと、

このように思います。

その中でも第５次病院事業経営健全化計画達成

のために2.9億円という形でむつ総合病院の不良

債務を議会、また市民の皆様方、そして病院のス

タッフ等の理解をいただいて解消ができたとい

う、その中でも評価していただきたいし、また電

源立地地域対策交付金、これのソフト事業への活

用というふうなこと、非常にもろもろ努力もいた

しましたし、また幸運の部分、運の部分もあった

というふうなことはあろうかと思います。総体的

にその意味からして赤字解消計画、想定を大幅に

とは言いませんけれども、想定以上の赤字解消計

画ができたということは、議会また市民各位のご

理解とご協力のたまものであると。そしてまた、

職員が一丸となってこの財政状況を切り抜けよう

という、赤字体質から脱却しようという強い意思

のあらわれであるというふうなところでございま

。 、 、す 今後も一層行財政改革に努め 赤字解消計画

平成23年度という大きな目標を持っておるところ

でありますので、その部分について全力を挙げて

取り組んでいきたいと。

しかしながら、まだまだ一般会計はそうでござ

いますけれども、国保会計、それからご指摘のと

おり用地会計の部分、そしてまた旧町村の各診療

、 、所の不良債務 これが50億になんなんとする金額

そしてまたむつ総合病院に対する債務負担行為

と、こういうふうなものがまだまだたくさんある

。 、わけでございます １つずつ着実にこの赤字解消

そして不良債務解消に取り組んでいく必要がある

と。その部分において、まだまだ決して気を緩め

ることなく誠心誠意ご理解を賜るための説明責任

を果たしつつ赤字解消、全体的なトータルとして

の赤字解消、不良債務解消に努めていかなければ

いけないと、このように思います。

私は、持続可能な財政運営ということで、後ほ

ど担当部長からも答弁がありますけれども、起債

残高、これもしっかりと横目ににらみながら、そ

してまた４つの指標、これをクリアすることだけ

、 、ではなく そのクリアした後に何が残されるのか

そういうふうなところもしっかりとしんしゃく、

勘案しながら財政運営に努めていかなければいけ

ないというふうな覚悟をしておりますので、その

部分でよろしくご理解を賜りたいと、このように

思います。

９月定例会で決算を今初めてご審議をいただく

わけでございます。そういうふうな部分、その余

、 。につきましては 担当からお答えを申し上げます

〇議長（村中徹也） 企画部理事。

〇企画部理事（近原栄） 中村議員の一般会計決

算のお尋ねについて、市長答弁に補足説明させて

いただきます。

まず１点目、９月定例会で決算審議できること

になった要因についてでありますが、地方公共団

体における新たな財政健全化法として平成19年６
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月20日、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律が成立し、平成20年度は一部施行により健全化

判断比率等指標の算定と公表のみが課せられまし

たので、従来からのスケジュールどおり、12月定

例会での決算認定を行ったところであります。

今年度からは、法の全面的な施行により財政健

全化計画等を定めている地方公共団体の長に対

し、毎年９月30日までに議会に対し、前年度の決

算と財政健全化計画等の実績との関係を報告する

ことが義務づけられたところであります。このた

め、９月30日までには必然的に決算が確定してい

る必要が生じたため、９月定例会でのご審議をお

願いしたものであります。

次に、３点目、赤字解消計画での先送りした事

業についてでありますが、赤字解消計画において

平成21年度より普通建設事業の大幅な伸びを見せ

ておりますが、これは当初から実施計画のありま

した第三田名部小学校、第一川内小学校の改築工

事及び他の小・中学校の耐震化事業等に加え、国

の緊急経済対策に呼応し、各種補助金及び交付金

を活用した事業を実施することによるものであり

ます。このことから、平成21年度から平成23年度

については、普通建設事業に係る起債借入額を前

年度の赤字解消計画の範囲内とし、新規事業の繰

り延べや事業スパンの延長等を一部で行っており

ます。具体的には、防災拠点施設整備事業、各小

・中学校の耐震化事業の繰り延べ等を行っており

ます。

次に、５点目、実質公債費比率及び公債費負担

適正化計画についてでありますが、平成18年度か

ら地方債許可制度が協議制度に移行したことによ

り、市町村の場合、実質公債費比率が18％未満の

団体については知事の同意を得ることにより地方

債を発行できますが、実質公債費比率が18％以上

の団体及び実質収支の赤字が政令で定める額以上

の赤字団体については知事の許可を必要とし、そ

の場合公債費負担適正化計画並びに財政健全化計

画を作成し、その内容、実施状況等により許可さ

れることとなります。当市の場合、制度発足時の

数値が22.3％でクリアできなかったことから、平

成18年度に公債費負担適正化計画を作成し、以後

毎年決算に基づいて見直しを行っております。

、 、 、なお 現時点での計画は 平成27年度で17.1％

いわゆる18％以下になるという目標としたものに

なっております。

以上で終わります。

〇議長（村中徹也） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） 用地会計の存廃も含

めた現時点での考え方についての中村議員のお尋

ねにお答えいたします。

平成21年度から地方公共団体の財政の健全化に

関する法律が本格的に施行され、本会計の資金の

不足額について具体的な解消計画が迫られている

ところでありますが、今般第三セクター、公営企

業等の抜本的な改革に必要な財源に充てることが

できる第三セクター等改革推進債制度が創設され

ましたことから、この制度の活用による会計の廃

止も視野に入れまして、関係部署と検討しており

ますので、ご理解をいただきたいと存じます。

〇議長（村中徹也） 21番。

〇21番（中村正志） まず、９月定例会で決算審議

ができるようになったのは、法律の改正によると

ころだというご説明でありましたが、これにつき

ましては私も以前から、何とか12月ではなく、も

っと早い時期に決算の審議ができないものかとい

うふうな考えを持っておりました。今回できたこ

とによりまして、私個人といたしましては、来年

度の予算編成に向けて意見を申し述べることが

12月定例会でもできるといったようなメリットを

非常に感じております。

しからば、行政側といたしましては、その９月

に決算ができることによってのメリットというふ
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うなものはどういったものがあるとお考えになる

のか、そのあたりをちょっとお聞きしたいと思い

ます。

先ほど普通建設事業の一部の先送りということ

で何件か述べられておりました。これも財政計画

に合わせまして、優先順位の高いものから現在や

っているということでございますので、現在繰り

延べした事業につきましても、ぜひとも計画の中

で少しでも早くというふうなことを言いますと、

私が先ほど来言っているのとちょっと矛盾するよ

うなところがございますが、そのような形での実

現をお願いしたいと思います。

ただ、どうしても普通建設事業が伸びますと、

地方債残高の伸びが大きくなります。いろんな指

標が改善をしておりますが、この地方債残高の数

字だけは現在増加傾向にあります。このことにつ

きましての現時点でのお考えをお聞きしたいと思

います。

以上、お願いいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず、行政側から９月定例

会でこの平成20年度の決算をご審議していただく

というふうなメリットは何だろうかと。これは、

まさしく中村議員お話しのとおり、決算のご承認

をいただいた後に12月定例会、そしてそのころか

ら、その前からさまざま次の年度の予算査定をし

て予算を積み上げていくわけですけれども、12月

定例会の中で予算のあり方等のご意見を聞ける場

面が出てくるということになろうかと思います。

それから、地方債残高、これはできるだけしっ

かりと、先ほど答弁を申し上げましたように、地

方債残高もしっかりと横目に見ながら運営をして

いかなければいけない。しかしながら、ただ非常

に市民、住民の皆様方からご要望の多い部分もご

ざいますので、それらは赤字解消計画にのっとる

中で地方債残高、これもしっかりと管理をしてい

くというふうなことでご理解をいただければな

と、こう思います。

〇議長（村中徹也） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

次に、議案第79号について質疑を行います。２

番澤藤一雄議員。

〇２番（澤藤一雄） 先ほどの中村議員の質疑と重

なる部分がございますけれども、この用地造成事

業会計は一般会計から3,000万円を繰り入れても

14億2,187万円の歳入不足が生じた決算でありま

すけれども、特例措置で第三セクター等改革推進

債制度が創設されたと。この制度を活用して、こ

の会計の廃止も視野に検討していくと説明をされ

ましたけれども、この内容についてお知らせいた

だきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） 私どもでは、用地造

成事業会計の存廃につきましては、その事業をも

って費用を賄い、地方公営企業の基本的原則を維

持できないという観点から、旧むつ市の平成８年

12月定例会の全員協議会で用地造成事業会計の現

状と改善策についてご説明申し上げまして、その

翌年の平成９年３月定例会において地方公営企業

法の全部を適用する条例を廃止する条例案が可決

されまして、平成９年４月１日よりこの地方公営

企業法の非適用事業として再スタートし、保有土

地の処分をしながら会計の閉鎖に向けて努力して

まいりました。澤藤議員おっしゃいますとおり、

現在まだ14億何がしの債務を抱えておりますが、

長引く景気低迷の中、土地の処分が思うように進

まない、一般会計の繰出金についても、平成９年

度以降、市の財政事情から増額も見込めず、計画

どおり赤字の解消が進んでいないというふうな現

状にございます。

そういうふうなところに私どもは昨年度から経

営健全化計画、資金不足比率が20％を大幅に超え
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ました89.9％ということで、昨年度から経営健全

化計画の策定を総務省が青森県を通しまして指導

助言をいただきながら策定してまいりましたとこ

ろ、今澤藤議員がおっしゃいました、私も先ほど

答弁させていただきましたけれども、改革推進債

制度というものができまして、この第三セクター

等というふうなものは、公営企業の事業を改廃す

るときに、すべてこの第三セクター等改革推進債

を一挙に借りまして、それを計画にのっとって返

していきますよという形になります。利子につい

ては、交付税措置でおおむね50％程度補充してあ

げますよというふうなことで、苦しい財政の中で

第三セクターあるいは私どもの公営企業でやって

いる用地造成事業等を救ってくれる救済措置が出

されましたので、この際、私どもは平成29年度ま

での経営健全化計画を立てて国の指導を受けてま

いりましたけれども、こちらのほうの方法をとっ

たほうがよりベターですよというふうなこともご

ざいまして、これを機に用地造成事業を廃止の方

向に持っていきましょうということで内部的に検

討しておるというふうなことでございます。

〇議長（村中徹也） ２番。

〇２番（澤藤一雄） 今感じましたけれども、随分

国の支援、交付税算入が利子の50％ということだ

けで、これを５年間で解消するというふうなこと

だと思いますけれども、これ以外の支援というの

はないわけですよね。今の話の内容をもう一度確

認させていただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） 公営企業局長。

〇公営企業局長（佐藤純一） ５年間でというふう

な期限はちょっと、私はさっき５年と言わなかっ

たと思うのですけれども、先ほど市長も答弁して

おりましたけれども、平成23年度までは一般会計

もまだ赤字で、平成23年度をめどに黒字に転換し

ようとして、今財政再建を目指してございます。

また、私どもも先ほど申しましたが、経営健全化

計画を策定して、３月定例会には議会にご承認を

得るべく準備を進めているさなかにこの制度がで

きたわけです。ですから、平成23年度までの、

22年、23年度は、私どもの計画の中で利子分を返

還していくと。それらをあわせて10年程度で返還

することになりますので、ほぼ経営健全化計画に

のっとった形で返済できるというふうなこともご

ざいまして、この改革推進債を借りるべく、申請

すべく検討をしておるところでございます。

〇議長（村中徹也） これで澤藤一雄議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

決算議案に対して、ほかに質疑ありませんか。

９番白井二郎議員。

〇９番（白井二郎） 議案第71号の国保会計につい

てお尋ねします。

これは、これから決算審査特別委員会で審議さ

れるわけですが、市長がそのときにいない可能性

がありますので、市長の考え方を聞きたいと思い

ます。

先ほど監査委員から２年連続の赤字決算という

ことでございます。このままでいけば、国保会計

はまた値上げという感じになるのではないかなと

受けとめているわけなのですが、私は思うわけで

す。収納率と言ったらよろしいでしょうか。平成

19年度は62.3％、平成20年度は60％と。というこ

とは、10人の方のうち４人が払っていないという

計算になるわけです。そのパーセントの思いとい

、 、 、うか 感じ方とか またこれに対する考え方とか

部署内における話し合いとか、市長はどのように

考えて行動しておりますでしょうか。

〇議長（村中徹也） 民生部長。

〇民生部長（齋藤秀人） 国民健康保険税が赤字と

いう部分でございますけれども、４億円ぐらいの

今赤字決算ということです。非常に我々としても

大きい額かなと思っております。これに対する取
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り組みについては、まずは当然のごとく歳入を確

保し、歳出をそれこそ制限するというふうなとこ

ろで取り組んでございます。当然議員の皆様の理

解を得まして、平成20年度に国保税等の改正も行

われましたけれども、依然として医療費の伸びが

想定したよりも伸びているという部分で、厳しい

財政運営を強いられているというものでございま

す。

その部分について、国保税の収納の部分も触れ

ておりますけれども、今回後期高齢者医療制度の

創設に伴いまして、その方たちの保険税が入って

こないという部分がございます。その部分を差し

引きしても、前年度は87.6％、滞納では16.6％、

滞納額については上がっていますけれども、現年

度については、今おっしゃったように後期高齢者

医療という部分で平成19年に比較して1.9ポイン

ト落ちています。いずれにしても、その辺のとこ

ろについても今後粘り強く保険税を納めていただ

く方と折衝を重ねて、なるべく滞納部分を抑えて

いくというふうな形でご理解を賜っていきたいな

、 。と思っていますので よろしくお願いいたします

〇議長（村中徹也） ９番。

〇９番（白井二郎） 私市長から聞きたかったので

すが。というのは、やはり税金といいますか、健

康保険税もそうなのですが、やっぱりむつ市長宮

下順一郎の名前で徴収していると思っています。

そのトップが答弁しないというのは、私ちょっと

納得がいかないわけでございます。市民の皆さん

に一人でも多く納付してもらいたいという思い

を、やはりこの場できちんと言ってもらいたかっ

たのですが、どうでしょうか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 市長としてお話を、答弁を

させていただきます。

この収納率を上げるべく職員一丸となって、こ

れは努力もしていかなければいけません。さらに

また、市民の皆様方にご理解をしていただくとい

うふうなＰＲの仕方、これもしていかなければい

。 、けない 内部経費を本当にしっかりと管理をして

皆様方のご協力をいただいて、ご理解をいただい

て国保会計が成り立っているというふうなことで

ございますので、その部分においては職員のほう

からは収納率を上げるべく努力をいたさせます。

また、そのためには市民の皆様方のご理解をいた

だかなければいけないということで、ＰＲに努め

ていきたいと、このように思います。非常に、こ

れはもう全国的に大変な状況でございますので、

さまざまなケーススタディーをしながら、どうい

うふうな手法がご理解を深めるためにいいのか、

そしてまた協力を呼びかける手法はどういうふう

な形がいいのかというふうなことの研究もしつ

つ、この国保会計を何とかいい形に進めるべく努

力は継続をしていきたいと、このように強い決意

を白井議員初め市議会議員の皆様方、また市民の

皆様方にお伝えをさせていただきたいと。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） ９番。

〇９番（白井二郎） ありがとうございます。私も

国保の運営協議会委員を10年ばかり務めていた関

、 、係上 旧むつ市では当然基金を設けていたところ

これは正直言って使い尽くしているのはわかって

おりますが、やはりこの国保会計というのは、病

人に病院にかかるなとは言えないわけでございま

す。この赤字になったのは、やっぱり一般財源か

ら組み入れると、そういうやり方しかないわけで

ございますので、ぜひ収納のほうは今以上、いろ

いろ部署で話し合って、１％でも２％でも向上す

るように頑張ってください。

以上です。

〇議長（村中徹也） これで白井二郎議員の質疑を

終わります。

決算議案に対して、ほかに質疑ありませんか。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

これで平成20年度むつ市各会計決算に対する質

疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第70号から議案第80号までの平成20年度

むつ市各会計決算については、正副議長及び議会

選出の監査委員を除く議員24名で構成する決算審

査特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査す

ることにしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第70号から議案第80号までの平成20年度

むつ市各会計決算については、正副議長及び議会

選出の監査委員を除く議員24名で構成する決算審

査特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査す

ることに決定いたしました。

お諮りいたします。ただいま設置されました決

算審査特別委員会委員の選任については、委員会

条例第８条第１項の規定により、お手元に配布し

てあります決算審査特別委員会委員名簿のとおり

指名したいと思います。これにご異議ありません

か。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、お手元に配布してあります決算審査特別委員

会委員名簿のとおり選任することに決定いたしま

した。

ここで決算審査特別委員会正副委員長互選のた

め午後４時まで暫時休憩いたします。

午後 ３時４１分 休憩

午後 ４時０１分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

ただいま開かれました決算審査特別委員会にお

いて、委員長に千賀武由議員、副委員長に斉藤孝

、 。昭議員が選任されましたので ご報告いたします

◇報告第２２号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第30 報告第22号

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて報告するものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第22号の質疑を終わります。

報告第22号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第２３号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第31 報告第23号

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、本庁舎移転改修工事の建築工事請負契

約の一部変更契約について報告するものでありま

す。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。11番千賀武由議員。

〇11番（千賀武由） １点だけお聞きします。

、 、これは 内覧会で気がついたことですけれども

正面玄関を入りましてグリーンモールがございま

す。介護福祉課とか健康福祉課、市民課の間、そ

れから総務課と商工観光課の間の３本通路がござ

います。その通路の上がり始めに段差があって、

私高齢者たちがつまずくのではないかという感じ
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を持ったのですが、これは理事者のほうで調査し

てみて、どうしても危ないと思ったら、その改良

を求めたいのですが、いかがでございましょう。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

〇総務部長（新谷加水） 段差というのは、スロー

プにしてあるかと思うのですけれども、若干段差

ができました。そこのところはスロープでカバー

してございますので、車いす等の通行等について

は支障ないものと思っております。実際に暮らし

てみて、その部分がなお都合が悪いということで

あれば、改良を加えなければいけないかと思いま

すけれども、現在のところ大丈夫かなというふう

に思っております。

〇議長（村中徹也） これで千賀武由議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第23号の質疑を終わります。

報告第23号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第２４号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第32 報告第24号

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、本庁舎移転改修工事の電気設備工事請

負契約の一部変更契約について報告するものであ

ります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。11番千賀武由議員。

〇11番（千賀武由） これも１点お聞きしたいので

すけれども、30課にも及ぶ執務室でございます。

大変な照明の数でございました。そこで、これか

らあちらのほうに移転して、残業等でその課ごと

に照明がつけられ、その残業する際、ほかの課の

照明は消せるようなシステムなのか、そこのとこ

ろをお聞かせ願いたいのですけれども。

〇議長（村中徹也） 総務部長。

（ ） 、〇総務部長 新谷加水 幾つかの系統に分かれて

部分的につくようになっているということでござ

います。

〇議長（村中徹也） 11番。

〇11番（千賀武由） 移ってみて、私は相当な電気

料がかかると思ってございます。これも大事な市

民の税金から払うわけでございますので、何とか

残業等では小まめに消して、そういう節約をして

ほしいと、そのように思います。よろしくお願い

します。終わります。

〇議長（村中徹也） これで千賀武由議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第24号の質疑を終わります。

報告第24号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第２５号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第33 報告第25号

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、本庁舎移転改修工事の空気調和設備工

事請負契約の一部変更契約について報告するもの

であります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第25号の質疑を終わります。
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報告第25号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第２６号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第34 報告第26号

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、本庁舎移転改修工事の給排水衛生設備

工事請負契約の一部変更契約について報告するも

のであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第26号の質疑を終わります。

報告第26号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第２７号

〇議長（村中徹也） 次は、日程第35 報告第27号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、平成21年度むつ市一般会計補正予算に

ついて報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） 質疑なしと認めます。

以上で報告第27号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第27号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第27号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本報告は承認することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、報告第27号は承認することに決定いたしまし

た。

◎散会の宣告

〇議長（村中徹也） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。明９月８日は常任委員会及

び決算審査特別委員会のため、９月９日及び10日

は決算審査特別委員会のため休会したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、明９月８日は常任委員会及び決算審査特別委

員会のため、９月９日及び10日は決算審査特別委

員会のため休会することに決定いたしました。

なお、９月11日は一般質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ４時１０分 散会
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